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議 事 日 程 

令和２年１２月９日（水）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 

日程第 ２ 第７３号議案 豊能町議会議員及び豊能町長の選挙における 

             選挙運動の公費負担に関する条例制定の件 

      第７４号議案 豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及 

             び費用弁償に関する条例制定の件 

      第７５号議案 豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例等 

             改正の件 

      第７６号議案 令和２年度豊能町一般会計補正予算（第８ 

             回）の件 

      第７７号議案 令和２年度豊能町国民健康保険特別会計事業 

             勘定補正予算（第２回）の件 
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開議 午前９時３０分 

 

○議長（永谷幸弘君） 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  質問者は、豊能町議会運営に関する申合

せ事項の会議規則に関わる申合せ事項に記

されているように、通告にない質問はでき

ません。また、質疑・答弁合わせて５０分

と限られていますので、答弁者は簡潔明瞭

に答弁をしてください。 

  昨日に引き続き、順次発言を許します。

質問者は質問者席に登壇して質問を行って

ください。持ち時間は、質問及び答弁を合

わせて５０分といたします。 

  西岡義克議員を指名いたします。 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  ただいま、議長より指名をいただきまし

た西岡でございます。何分にも高齢でござ

いまして、聞き取りにくい部分があると思

いますが、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  質問に関して、順不同になりますが、ま

ずはダイオキシン問題についてお伺いした

いと思います。私は、施設組合の議員であ

りませんので、結果報告しか聞かされてい

ないわけですが、ダイオキシン問題につい

ては、１０月３１日の住民への説明会が開

催されたところですが、昨日も維新の議員

からの別件での質問で、町長は、今後広域

行政の積極的な対応をしてまいりますとい

うような答弁もございましたが、大阪府と

の連携、協力で、フェニックスでの完全処

理解決はできないのか。その原因について

お伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  おはようございます。フェニックスでの

処理についてということの御質問ですけれ

ども、これまでもいろいろたくさん御質問

をいただいており、厳しい旨を回答させて

いただいてきたと思います。 

  フェニックスの処理につきましては、ま

ず第１点として、組合からの受入額が、国

崎クリーンセンターの稼働をもってなくな

っていること。そのため、改めてフェニッ

クスの構成団体約１７０団体との調整に加

えまして、周辺大体等と調整することも必

要になることなどから、これまでにいろい

ろと大阪府やフェニックスのセンターのほ

うとお話を繰り返してきたところですけれ

ども、その協議をした内容を踏まえ、総合

的に判断しまして、フェニックスの処理は

現実的に不可能と考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  豊能町も大阪府下の一員ということで、

これまで町長も何回も行かれたのではない

かと思うのですが、要するに、町長選挙の

ときに、町長が提案しているそこの余野の

保育所跡地に埋設、保管する、処理すると、

だから遮断型でやるということで、選挙に

出られて当選された、そういう趣旨なのか

なと思うのですが、この種の問題は、風評

被害を恐れての難解な問題であります。 

  住民さんへの事前の対応である納得いく

説明が第一であろうかと思います。今後、

余野自治会との誠意ある対応をお願いいた

したいと思うのですが、町長、いかがです

か。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おはようございます。今、西岡議員のほ

うからおっしゃられましたことについて、

まず１点目、フェニックスについては、私

も就任以来、すぐに大阪府のほう、それか

ら関係団体のところも行ってまいりました

けれども、受入審査会に通らないというと

ころ、そのハードルがあまりにも高いとい

うこともお伺いをしてきました。 

  今、西岡議員がおっしゃられた就任当時

から余野ということがありましたけれども、

そうではなくて、今まで池田前町長がお示

しになったところも全部含めて、可能性を

全て通ってきたところでございます。 

  今、保管をしておりますものについて、

中間処理が隔てて、そのままでも埋め立て

られるもの、それを町の悲願であります皆

さんの思いであります最終処分に向けてや

るということで、いろいろ考慮、検討した

結果、ふたば保育園という部分がこの１０

月３１日のときに御提案をさせていただい

たというところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  いろいろやってこられたということであ

りますが、私はこれは最終的には、もしや

るとすれば政治的な判断、政治力しかない

なと思っておりますが、それを含めて、住

民さんへの積極的な納得のいく説明をして

いただきたい。これは要望しておきます。 

  次に、人事院勧告の件ですが、これにつ

いては、皆さんがおっしゃっておるように、

いわゆる今経常収支比率が１０4.２という

ことで、人事院勧告の参酌は分かりますけ

れども、年功序列ということではなくて、

頑張る職員に報いる人事、給与制度の検討

をして、よく言われておりますシビックプ

ライド、シティプロモーション、そういう

活動を図られる人事、給与体系を確立する

ように頑張っていただきたいと、これも要

望しておきます。 

  続いて、教育問題であります。教育問題

に関しましては、まず内閣の直轄の諮問機

関である教育再生実行会議の答申を受けて、

文科省においては、小中一貫教育は新しい

義務教育として、認定されたわけでありま

す。 

  そこで、教育力日本一、この豊能町保幼

小中教育の取組についてお伺いしますが、

私はやっとここまで来たのかなという感じ

がいたしております。３月の予算議会での

保幼小中一貫教育推進事業予算の全面削除

は、前池田町長、新谷教育長の目指す教育

力日本一の推進に逆行する非常識極まりな

い結果であり、言語道断、問答無用、かつ

愚の骨頂であります。 

  しかし、前回の１０月会議における補正

予算の僅差の可決により、塩川町長、森田

教育長による、みんなで全ては子どものた

めに、これを合い言葉に幼小中一貫教育は、

２小２中案で推進されることとなりました。 

  これより、我々はその推進に当たっては、

その遅れを取り戻すため、ソフト面、ハー

ド面の両面に関し、並行して熟議し、多面

的に検討、検証していかなければなりませ

ん。そして、その推進に向けての対応は前

石塚教育長の言うコストカットではなく、

シームレスに、心して東西の教育のスタン

ダード化を熟議しなければなりません。 

  教育力日本一ということは、国に先駆け

てということでもあります。急がなければ

なりません。その対応の遅れを取り戻し、

問題を残せば、結果、子どもが犠牲になり

ます。未来ある子どもたちには夢を残して
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も、ツケは残してはいけないわけでありま

す。 

  そこで、教育力日本一、目指せ日本一と

いうことでありますが、それはすなわち教

育大綱にある豊能町独自のゼロ歳児から１

５歳児までのシームレスな一貫教育の推進

ということであります。 

  他の市町村に類を見ない、保幼という先

進的な教育、つまり子育て教育をシームレ

スに取り入れた教育ということであります。

そして、その出発はゼロ歳児の子育て、こ

れからであります。 

  そこで、第２期子ども子育て支援計画、

豊能すくすくプランの今年度第２期のもの

ができておりますけれども、これによって、

アウトリーチ型での取組でうまくいってい

るのかどうか、お尋ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  おはようございます。第２期豊能町子ど

も子育て支援事業計画、豊能すくすくプラ

ンですけれども、令和２年の３月に策定し

たところでございます。まだ策定したとこ

ろですので、それほど進んでいるとは言え

ません。この計画では、４つの基本方向と

して、子どもを安心して育てるための支援、

子どもが生きる力を育み、健やかに育つた

めの支援、子どもと子育て家庭が安心安全

に暮らせるまちづくり、配慮を必要とする

子どもと子育て家庭へのきめ細やかな支援

と定めており、特に子育て包括支援センタ

ーを中心に、アウトリーチによる相談支援

や利用者支援事業の充実を図ることで、妊

娠・出産期から子育て期までの切れ目のな

い相談支援体制を構築し、進めているとこ

ろでございます。 

  また、この計画では、保幼小中の連携や

一貫教育の推進については、幼稚園、保育

所、こども園と小学校の相互交流、相互理

解に関する取組を進めることになっており、

ゼロ歳から１５歳まで見通した保幼小中の

カリキュラムを作成し、指導の系統性、発

展性を重視した取組を推進することとして

おります。 

  そして、３所園の保育目標には共通して、

家庭、学校、地域との連携を密にし、地域

に根差した子どもを育てることというふう

に定めているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  子ども豊能すくすくプランですか、子ど

も子育て支援計画、これは今回の小中一貫

校を見据えて、全体の対応というか、問題

点を指摘して、これからの取組ということ

でありますけれども。 

  今の中で、地域、学校、家庭の中では私

は出発点の過程であろうかと思っておりま

す。ゼロ歳児の子育てということは、やっ

ぱり子育て母さんの対応じゃないかと。 

  いわゆる教育の原点は、人間育成ですが、

ゼロ歳児は赤子の授乳とか、おむつの替え

から始まるわけです。私は教育のバロメー

ターとして、お母さんの愛情であろうと。

愛情がどれだけ赤ちゃんに行き届くか。こ

こから始まるわけです。出発点はそこから

です。 

  私が風紀委員におったときに、ある講演

会で、泣かない赤ちゃんというような講演

がありました。今はどうなのか知りません

が、お母さんが赤ちゃんにお乳を与えてい

る。よしよしということで、顔を見て、子

どもの寝顔を見ながら、様子を見ながら。

ところが今、そういうのはあまり見かけな

いんですけれども、そのお母さんはテレビ
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を見ながら、お乳をやっている。お母さん

の心はどこに行っているのだと。愛情の交

流というものが基本になっているのに、こ

ういう子育てでいいのか。その辺もあるの

ですが、また、昔はおむつは浴衣を使って、

子どもにおしめをして、夜中に泣くと取り

替える。赤ちゃんは、お母さんの愛情を求

めて泣くわけです。そして、お母さんがお

しめを替えると、すくすくと寝ると。その

間に、お母さんと子どもの愛情、これが教

育の原点になっているわけです。 

  そういうことから始まるわけですけども、

時代が変わったのか、お母さんが変わった

のか、どちらにしても私は愛情のバロメー

ターが教育力だと。その教育力が低下して

いるのじゃないかという気がしております。 

  ゼロ歳児の子育て教育から次に幼児教育

に、シームレスにつなげていくわけですけ

れども、これは人間育成の原点であり、義

務教育の出発点でもあるわけでありますが、

豊能町は自信と誇りを持って、義務教育と

しての保幼小中一貫教育を、教育力日本一

として推進していかなければなりません。 

  その現実策として、私は保護者へのイン

センティブ策といいますか、あまり私は好

きじゃないんですけども、義務教育の基本

原則である三つありますけれども、教育の

機会均等、それから教育の水準確保、そし

て教育の無償性、この三本柱の一つであり

ます教育の無償性、これをやったらいいの

じゃないかと思うのですけども、豊能町が

教育力日本一を標榜する町なら、国、他の

市町村に先駆け、幼児教育の完全無償化に

向けての取組をすればいいのではないかと

思うんですけども、町長、どうですか。取

組に関して。財政的な支援もあるでしょう

けど。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  私からお答えさせていただきます。幼児

教育の無償化ということですけれども、ま

ず昨年の１０月から３歳から５歳児の保育

料が無償化になっております。国は、幼児

期は能力開発、身体育成、人格の形成、情

操と道徳心の涵養にとって極めて大切な時

期であり、さらに幼児教育が将来の所得の

向上や生活保護受給率の低下等の効果をも

たらすことを示す世界レベルの著名な研究

家結果もあり、諸外国においても３歳から

５歳児の幼児教育について所得制限を設け

ずに、無償化が進めていることから、同様

に無償化の年齢を定めております。 

  御質問の全ての無償化ということですが、

現在、豊能町では、１２月１日現在、ゼロ

歳児から２歳児は６２名、今、保育所にお

りまして、年間で約2,０００万円の保育料

となっております。 

  無償化した場合は、この保育料を町単費

で支出することになりますので、財源確保

が必要かと考えております。無償化になっ

た場合、働く方の増加等を考えられますの

で、保育所に入所する場合、当然、保育士

も要りますので、その辺の人的な補償、確

保が必要であるという問題もあると考えて

いるところです。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  国のほうも、そういう方向に行こうと、

ただその財政的な面でややこしいのです。

幾つから幾つまではどれだけの補償とか、

収入によってどうのこうのと。そういうの

は一切無視して、全員、均等に無償化、私

に言わせたら、義務教育の無償化と言って

もいいのではないかと思うわけです。 
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  ただ、町長の言うまちづくりの観点とよ

く言われるのですが、私はこれを実行する

ことで、情報発信することで、こういうこ

とをやっていますよ、豊能町はということ

で、Ｉターン、Ｕターンの誘い水にもなる

のではないか。 

  よく、町長は人口増加はどないしますと

いう質問がありますけれども、教育で人口

増加という一つのパターンじゃないかと。

少子化とか、出生率ワースト１の豊能町に

とっては、この上もない施策ではないかと

思うんですが、いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、御指摘のとおり、まず本町における

課題というのは、高齢ということですが、

一番生産人口がいない。その生産人口の

方々を我々の町のところに呼んでくる。特

に、その中でも子育て層の方々がしっかり

と活躍できる町をつくっていかなければ、

この将来はないということでございます。 

  今までも小中一貫ということで９年間育

むということについて、皆さんも御理解い

ただいておりますが、教育委員さんの方々

も含めて、保幼小中一貫という１５年間と

いうのは私たちの豊能町の中でも一番の特

徴でありますし、それを実践していくとい

うことが将来のまちづくりについても非常

に重要であるということを確信しておりま

す。 

  今、財源確保とそれから保育士さんの確

保というのが課題になりますが、重点的な

考え方、それから大胆な取組として、前向

きに検討していきたいと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  さっきも言いましたように、ゼロ歳児か

ら１５歳児の義務教育の完全無償化という

のは私は正当策ではないような気がします

が、現実策としてはいいものだと思ってお

ります。 

  基本的にそのことをすることで、親の意

識を変えるための学習意欲を誘発するアウ

トリーチ型の有効な施策ではないかと思う

わけです。ただ、根本的な対応ではないで

すが、そのことで親の意識が変われば、こ

れは根本施策になると思うのです。 

  だから、これは積極的に長期でもいいで

すから、取り組んでいただきたいと思いま

す。 

  ところで、それに続いて、小学校ですが、

小学校までの幼児教育、これで肝腎なこと

は私は教育の適時性ということだと思いま

す。 

  以前にも質問しましたが、このときでし

かできない教育、これをやったら一生涯そ

の子に身についてくる。忘れもしない。三

つ子の魂百までもということがありますね。

この３歳児の教育というのが非常に大切な

んです。 

  だから、今、３歳児の英才教育だといっ

て英語を教えるとか云々を言っていますけ

れども、基本は人間教育の基礎、基本とい

うのは、誰とでも仲良くする。どう生きて

いくかということだと思います。 

  その基本は、みんなで誰とでも仲良くす

る。このことを人間関係といいますか、ｗ

ｉｔｈの精神ね。それをやるのは家庭教育

だと思う。家庭が基本なんです。その家庭

教育について、家庭教育イコール人間教育

ということですが、家庭というのは、「家」

と「庭」と書くのです。その庭は、心の庭、

つまり心の庭は団らんということです。だ

からよく言われる一家団らん、つまり、家

庭は子どものストレス解消の場所であって、
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一緒にいるというｗｉｔｈの精神ね。ウィ

ズコロナと違います。ウィズ家庭です。 

  そういう愛で結ばれている家庭教育とい

うのが基本であります。豊能町は、地域で

育て、地域で育つ、子どもと今回は子育て

家庭を大切にする町とよのというのを言っ

ています。その家庭の原点である親の教育

に対して、何か今後取り組む策はあるのか

どうか、お聞きします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  おはようございます。家庭の教育力、あ

るいは教育についてのお尋ね、それが大切

ではないかというように今、御指摘をいた

だいたところでございますが、教育委員会

としても、そこのところは本当に大切であ

ると考えております。 

  幼児期における家庭の教育、そして、小

中学校における家庭の教育、ここのところ

は幼稚園、保育所、あるいは小中学校と、

あるいは教育委員会が一体となって進める

べきものだというように思っております。 

  とりわけ小中学生のほうを見ますと、学

校から家庭に帰りまして、それでどのよう

な過ごし方をしているか。ここ数年間、い

ろんなアンケートを取ったり、あるいは学

校教育、自己診断、こういうところで調査

を進めておりますが、小学生で大体、３時

間余り、これはテレビ、ゲーム、あるいは

ＳＮＳ、中学校では４時間から５時間、そ

ういうところに時間を費やしているという

ことで、教育力日本一を目指す町としまし

ては、やはりそこのところをどうしていく

かというのが一番大きな一つの課題である

というようには思っております。 

  そこで、この４月には、学びのすすめ小

学校版、そして、「学びのすすめ」中学校

版を全小中学校の家庭にお配りしたところ

でございます。子どもさんとまずそのよう

な時間をどれぐらい取るかという約束をし

てほしいということでやりましたが、再度、

豊能の風の１２月号の中でもお願いをし、

それで話し合っていただいていますか、ま

た、これは調査もかけようと思っておりま

すが、こういうところから、一つずつ積み

重ねていく必要があるのではないかという

ように思っております。 

  これは家庭に呼びかけるだけでは進まな

いというように思います。もちろん保育所、

幼稚園、そして学校と一体となって、子ど

もたちがどのような生活をしているか。み

んなでそこのところは考え、そして応援、

支援をしていかなくてはならないと思いま

すし、これは継続して、時間がかかると思

いますけれども、子どもたちにそのような

力、家庭での生活を、あるいは学習をどう

していったらいいかというあたりのことを

きちっと身につけさせていきたいと考えて

おります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  今、教育長からありましたように、家庭

教育の基本、これは良い習慣をつけるとい

うことだと思うのです。だから、よい習慣

というのは、さっきの三つ子の魂にも関連

するのですが。ですから、能力と、個人個

人が持っている能力もさることながら、そ

れ以前に良い習慣、だから今後、人間とし

てどう生きるかということを親が身をもっ

て、親の背中で子どもに見せていくという

ことが基本ではないかと思います。 

  ですから、さっき教育長が言ったように、

家庭だけではなくて、地域も一緒になって

ということです。その地域ということでは、

登下校のところで立っておられる方もおり
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ますが、毎朝、挨拶運動をしていらっしゃ

る。私は挨拶というのは、人間の基本的な

基礎、基本だと思うのです。挨拶のできな

いような人間が、大人でもうようよいます。

私も信号に立って、いろいろやっています

けれども、大人でも挨拶ができないのがお

る。だから、大人が子どもに背中を見せて、

意識的な教育をきちっとやっていかないと

となると、私は根本はお母さんやなと。こ

れは原点やなという気はしているんですけ

ども。 

  一度、町を挙げて、おはようございます

運動ぐらいやってみたらどうかと思うので

すが、どうですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  挨拶運動につきましても、それぞれの学

校で取り組んでいる例もございますが、町

としてどうするかというふうな御提案だと

思います。そこで、そういうことを進める

に当たりましては、これは学校、家庭、地

域、これが一体となって、それぞれ役割分

担をしながら進めていく必要がある。 

  今回、立ち上げました地域とともにある

学校づくり、コミュニティスクール、９月

に学校運営協議会の準備会の説明会を開催

いたしました。１０月には、第１回目の会

議を持たせていただいて、アドバイザーの

先生の御助言も頂きながら、ミニ熟議もや

りながら、みんなで一つのことを考えをま

とめ、そしてその考えたことをみんなで確

認をし合ったということを行いました。 

  残念ながら、第２回目につきましては、

コロナ禍の関係で延期となっておりますけ

れども、そういうような学校運営協議会、

地域の人、家庭の人、ＰＴＡの代表、自治

会の代表、子どもたちにお世話になってお

ります青少年の健全育成団体の方々、また、

学校も入り、そのあたりで例えば、今、御

提案のありました挨拶運動、どんなふうに

進めていくか、それぞれ役割分担をどうす

るか。そういうことも熟議をしていただき、

それで豊能町の子どもたちにとってどうか。 

  豊能町のどんな子どもたちを育てていく

か。後になりましたが、これは充実、検討

委員会でも話をしていただき、グランドデ

ザインの中に位置づけております、目指す

子ども像を目標といたしましては、豊能町

に誇りを持ち、自信を持って社会を生き抜

く子ども、これを大きな目標に掲げており

ます。 

  その中で、挨拶運動をどうするかという

ことも熟議をしていただき、そして具体的

な取組として進めていくと、そういうよう

なことで一つずつ着実に進められたらと思

いますし、またその様子につきましては、

豊能の風を通じまして、町民の皆さん、あ

るいは保護者、地域の皆さん、もちろん御

家庭にも、保護者の方にもお伝えしてまい

りたいと思います。 

  その中で、一緒になって考えていただけ

たらと思うところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  町を挙げて、そういう取組をしていると

いうことを全体に知らしめる。誘い込むと

いうか、そういうことをやっていただきた

いと思うのですが、今の子育て教育の後に、

保幼小中一貫教育のグランドデザインに示

しているように、教育大綱にのっとって、

今、教育長が言われた豊かな自然、豊かな

人材を生かして、そして豊能町に誇りを持

ち、自信を持って、社会を生き抜く心豊か

な子ども、人間育成というのですか。それ

を進めるためには、日本が世界に高く評価
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されております知徳体の日本型教育の再生

です。昔はあったけれども、今は廃れてい

ると、だから再生には地域とともにある学

校づくりのためのコミュニティスクール、

さっき言われた、それの取組を今、まさに

始まろうとしているということであります。 

  それに向けた地域、学校、家庭の教育力

と役割分担があるのですが、その前にさっ

き言った家庭が基本と思うのですが、この

辺、家庭のあるべき姿というのですか。 

  私は、昨日、一般質問でほかの方が言っ

ていた中で、親御さんはどうなのかという

気がしたわけです。一つ、例に取りますと、

給食はどうのこうのと言っていました。お

母さんのために、町が何をするのかという

経済論ではなくて、子どものためにお母さ

んが何をすべきなのか。何ができるのか。

そういうことのベストの策を教育論として

考える。そういうことが肝腎なんです。 

  お母さんがどうのこうの。給食は親のた

めではなく、子どものために給食をやるわ

けで、何で給食になったのか、何で残渣が

多くなったのか。その原因の究明もなしに、

弁当をやめておけとか、給食を続けるとか、

コンビニで買うとか、コンビニで買うのだ

ったら、給食のほうがずっとましでしょう。

子どものためにやっているのではなくて、

お母さんが面倒くさいのかと。 

  昔の親は、中学生に、子どもに弁当を作

ってくれました。私らも蓋を開けて、弁当

の蓋の米粒から食べたものです。そういう

親と子のつながり、これがきちっとあった

わけです。だから御飯は残さない。例えば、

給食、残渣が残る。食べず嫌い。家庭教育

で、こういうものはお百姓さんが一生懸命

作ってくれたんだということを話している

かどうか知りません。ありがたいものは食

べないといけないよと。それで生きていく

のだから。そういうことを家庭の中でやっ

ているのか。 

  私も昔、好き嫌いがありました。お母さ

んは何をしたか。ニンジンも嫌いだった。

ナマコも嫌いだった。そうしたら、ニンジ

ンが嫌いだったら、その次の日から毎日ニ

ンジンでした。中学生の育ちざかりにおか

ずがなしに食べられるわけない。自然にニ

ンジンが好きになりました。 

  結果、分かったことは、その食べ物の嫌

いなところがおいしいところなんです。食

べず嫌いなんです。そういうことを家庭で

やらないで、嫌いだから残ってどうします

と、それ以前の問題を根本的に解決しない

と、教育問題は解決しないということです。 

  だから、私は今までの親と今の親が大分

変わったなということを最近ひしひしと感

じているのです。 

  昔はそうでしょう。子どもに親が家庭で

何を教えたかということです。教育という

のは、生活のバランスをどう取るかという

ことですが、さっき言った世界に高く評価

されている知・徳・体のバランスある日本

的教育の再生、これは自然環境の生きるバ

ランスがまず肝腎だろうと言っている人が

おります。昔だったら、お年寄りの人が川

で子どもがオシッコしていると、おちんち

んが腫れるぞと、とんでもないことをする

なといって叱ったわけです。 

  でも、今は子どもを叱ると親が逆切れし

て、怒ってくるわけです。叱ると怒るも分

からないような親がおるわけです。お母さ

んは誰のためにやっているのだということ

ですけれど、自然の恵みの中で生かされて、

その恵みを犯すことはしてはいけないこと

を体で知っていたわけです。便利な経済至

上主義の社会、それによる環境破壊という

こともあるのですが、貧しい中でも親が頑

張ってやってきた。 

  だから、昔のお父さん、お母さんはうそ
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をつくことは泥棒の始まりだと。うそをつ

くことは許さなかった。父はこぶしを挙げ

た。母は厳しく戒めた。人はだませても、

自分はだませないということを親がきちっ

と教えてきたんです。 

  今の親は人を欺く前に、自分を欺いてい

るわけです。自分をごまかすようでは、一

生表を歩くことができないことを子どもに

教えてきたんです。昔の親は。 

  例えば、社会環境の労働の問題でもそう

です。籠に乗る人、乗せる人、そのまたわ

らじを作る人という言葉があるんですけど、

昔の親は勉強せんと遊んでばっかりしとっ

たら、わらじを作るような人間になってし

まうぞと、そんなことは言わなかった。何

を言ったか、わらじを編んでくれる人がい

ることを忘れたらあかんでと。わらじを作

る人を生かすことで全体を生かすこと、出

世することではなく、お役に立つことの必

要性を子どもに教えてきたのです。体で、

言葉で。ウィズ家庭で。家庭とともに。 

  だから、今は人より一歩でも半歩でも前

に出ることが幸せにつながることであると

思っているわけです。子どもの尻をたたい

て、早くしなさい、勉強しなさい。これし

か言っていない。 

  だから、今日の子育ては人間そのものを

育成する、人間教育の姿勢を失っているの

と違うか。それはどこに原点があるか。家

庭です。だから、私は家庭の在り方、家庭

の文化、日本の労働の文化もそうです。 

  日本の労働の文化というのは、働くこと

の喜びを知る文化なんです。だから成就感

を達成して、はたを楽にするから「はたら

く」、私も鉄筋をしていますけれども、い

ろんな建物を建てて、もうけた、損したも

あるけれども、あれは私がやったんだと。

成就感、誇り、役に立っている。そういう

ことがずっと体で教えられてきたんです。

そういうことが基本なんです。それが義務

教育なんですね。 

  今は義務教育で一般社会に出て、即役立

つのか。昔は十分役立った。だから、そう

いうことで、さっき言った義務教育の無償

化も一つの方策だと思うのです。 

  だから今後、そういうことでは社会を構

成する、役立ち社会人を育てる義務教育に

ついての徹底的な究明、私は特別委員会で

も作って議論したらいいと思うのです。ど

うですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  今、御指摘がありました、家庭教育の大

切さということでございますが、先ほども

御答弁させていただきましたように、そう

いうことを地域とともにある学校づくり、

学校運営協議会の中で、準備会の中でそれ

ぞれ意見を出していただきながら、熟議を

しながら、どう進めていくかということを

みんなで知恵や力を出し合って、そして家

庭にも啓発をし、そしていろんな取組を進

めていけたらと考えるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  こんなところで講演したって仕方ないわ

けです。もっとそういう部分の検討委員会、

審議会というのをきちっと作ってやってい

かないといけないと思うのです。 

  昨日の質問にもありましたように、本当

の先生がいないという話がありました。先

生というのは何やねんという、その辺も議

論していただきたい。 

  今、学校が非常に先生方は忙しい状況に

なっております。いろんなことをしていま

す。だから、生活指導、教科指導と両方を
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やっているのですが、生活指導の分がすご

い負担になってきている。これは学校はブ

ラック企業と違うかと言われるようなこと

を言う人もおります。先生は何でもしない

といけないのか。 

  その辺の役割分担という、私は学校５日

制もまずかったなと。あのことは結局自分

の首を絞めているなというのがあるんです

が、教育基本法の６条には、法律で定める

学校は公の性格云々と書いていまして、先

生というのは、自分の信念を持ってやる。

じゃあ、今は何が欠けているのか。私は教

師もそうですが、親もそうです。親も教師

も一般社会人も、子どもに対しては教師な

んです。教師としてどうあるべきか。 

  今、人格的な権威が失われている。人格

的な権威というのは、名刺の肩書、これは

人格的な権威でも何でもない。単なる外見

的な権威です。人格的な権威というのは、

自分が社長だったら社長としてあるべきこ

とをするから社員がついてくる。大人は大

人として、あるべきことをするから、子ど

もがついてくる。その人格的な権威、先生

が先生としてあるべきことをするから子ど

もはついてくるわけです。 

  だから、僕らは長いこと、６０歳から今、

７６歳、１６年、１７年目に入っているけ

れども、子どもは挨拶してくれるわけです。

おっちゃん元気かと。そういうことは子ど

もとのそういうあれがあるからです。 

  自分のあるべきことをきちっとやってい

かないと思うのです。そういう基本的なこ

とは審議会の中でもやっていっていただき

たいと思います。どうですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  今、お話がございましたけれども、人が

人を教えるというのは難しいことであると

思いますし、先生だから完璧だということ

はないと思います。やはり子どもたちもそ

うですし、我々もそうですし、先生もそう

ですし、一人の人間として、一生学習をす

る、勉強をしていくと。いろんな意味で自

分なりの方法で勉強、学習に取り組んでい

くということが大切であるというように思

います。 

  それで、今御提案のありました審議会を

設けてというお話でございますが、いろん

な審議会がありますので、どんなふうにし

て、先生方には研修会もたくさんございま

すし、あるいは視察もございます。いろん

な方法をどう指導力を高めていくかという

ことにつきましては、これはしっかりと考

えてまいりたいと思うところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  学校の在り方もそうですし、今、商工会

議所のこっちに二宮尊徳の像があるんです。

どこに立っている。学校の中に立てないで

あんなところに立ててどうするんだと。二

宮金次郎の銅像が立っていますわ。それも

商工会議所の中に立っています。学校に立

てなあかんでしょう。 

  それと、今、私も朝立っていますが、規

則はきちっと守らせないといけない。通学

路は決まっているんです。何で裏の道を行

くんですか。一緒に子どもと通学路を行け

ば、これから保幼小中一貫校になるんだけ

れども、中学生は小学生の面倒を見ますよ。

うちの希望ケ丘なんか本当に中学生が小学

生の面倒を見ます。 

  だから、そういうことで、高学年と小学

年のつながりはきちっと体でもって教育で

きるのです。そういう通学路の規定もきち

っとやっていただきたいと思うんです。 
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  今日の激変する社会の変化の中で、人間

の変化が文化の変化になっています。教育

論で自立する社会に向けての文化の変化、

経済の変化、これは経済論で依存する社会

に向けて、文明が変化しております。文明

を過度に追及する結果、利便性の追求の結

果、文化の人間の生きがい、これを失いつ

つあります。物が豊かになったら、心は貧

しくなる。文明が文化を凌駕したという人

もおられます。 

  その結果、自然破壊による地球温暖化、

その隙を縫って、コロナの細菌まで襲来し

てきておるわけです。対症療法の適応策で

はなくて、完全解決の対応策が肝腎であり

ます。 

  ですから、その対応、対策を誤ったら地

球破滅、人類破滅の道をたどることになり

ます。まちは消滅自体まっしぐらというこ

とになります。 

  先ほども言いましたように、未来の子ど

もたちのツケは残さず、夢を残すというこ

とでなければならないと思うのです。前段

で言いました、まず短期的現実対策の対応

として、義務教育の完全無償化、これは子

育ての世代へのインセンティブとして、提

唱して子育て層のＵターンを喚起して、併

せてＩターンを誘引するような前倒しの先

行投資施策を喫緊の対応策として早急に取

り組んでいただきたいと思いますが、いか

がですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。子どもたちの教

育というのはもちろん一番大事で、子ども

たちの発展の成長過程に合った個別の教育、

学びというところと、それから家庭もそう

ですし、地域もそうですし、子どもたちを

取り巻く環境のところで共同的な学びをす

るというのが一番重要という御提案もあり

ました。そのとおりでございます。 

  これからは、子どもたちを軸に置きなが

ら、まちづくり、そして子育ての方々がし

っかりと活躍できる町をつくっていきたい

というように思っています。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  これからの世代は、日本人の文化、生き

がいを育ててきた経験が生かされるバラン

スというものが大事であろうと思います。

人間中心主義と経済至上主義とのバランス

のある生き方が問われているのではないか。

柔順の教育による人格的権利の社会の中で

皆、それぞれが生きていけるように、生き

るということは自分の存在が人のお役に立

つということであろうと思います。 

  学校を出たから、先生だから、社長だか

ら、大統領が偉いのではありません。人生

観、Ｈｏｗ ｔｏ ｌｉｖｅということを

高めるということが基本であります。生き

抜く力、それは子どもに我々が身をもって

示さなければならないと思います。 

  今後、教育委員会、総力を挙げて、そし

て財政的な全面的な支援をする中で、この

豊能町の教育を教育力日本一にするように、

みんなでやっていきたいと思います。どう

かよろしくお願いします。 

  これをもって一般質問を終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、西岡義克議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は１０時３０分といたします。 

（午前１０時２０分 休憩） 

（午前１０時３０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 
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  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、田中龍一議員を指名いたします。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  皆様、改めましておはようございます。

２番・田中龍一でございます。議長から発

言のお許しをいただきましたので、一般質

問をさせていただきます。 

  なお、まだ治療中でございまして、私の

質問が聞きづらいことにつきましては、大

変申し訳ございません。少しでも分かりや

すいように、理事者や議員の皆様に配付し

ております一般質問通告書に質問をできる

だけ記載しておりますので、おおむねこれ

に沿った形で質問させていただきます。 

  また、本日ＹｏｕＴｕｂｅで御覧いただ

いている方につきましては、私、田中龍一

のＦａｃｅｂｏｏｋに本日の質問について、

おおむね掲載させていただいておりますの

で、そちらを見ながら聞いていただくと分

かりやすくなると思いますので、御覧くだ

さい。 

  それでは、第１問目、豊能町がまちづく

りを実施するに当たり、考慮すべきことに

ついて質問をさせていただきます。 

  まずは、教育委員さんが理事者の御協力

で町内で２小２中の小中一貫校の予算が前

回の臨時議会を通り、ようやく教育行政が

動き出しました。これで、東地区では、令

和４年４月に小中一貫校の部分先行実施を

行い、最終的には町内全校で、令和８年４

月小中一貫校の開校が公表されました。ぜ

ひ頑張っていただきたいと思います。 

  私も一議員として微力ながら応援してま

いります。 

  さて、教育行政が定まりましたので、次

は、学校を支える児童生徒の人数を確保す

るためにも、クラスが複数学級にならない

ためにも、人口を増やすため、具体的なま

ちづくり事業を早急に実施しなければなり

ません。 

  豊能町がまちづくり事業を実施するに当

たり、次の２点のことが私は重要と考えて

います。まずこれらについて町長に確認さ

せていただきます。 

  １点目、まちづくりの基本は、ないもの

ねだりではなく、町のあるものを探す。つ

まり豊能町の特徴や長所を生かし、そこに

着目し、この町ならではの魅力ある事業を

考えることが必要と思いますが、町長、い

かがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、おっしゃるとおり、私もこの豊能町

を発展させるためには、豊能町のあるもの

を大切にしながら、それを育んで、発展さ

せると、これが一番必要です。新たなもの

を入れるのではなくて、本当に今までの歴

史も含めて、皆さんとで頑張ってきた、そ

のものをさらに発展する。それが私の務め

だと思います。 

  いろんな形でたくさん取り組んでおりま

すので、具体的な内容については、各担当

部局からも御説明させていただきますが、

おっしゃるとおりだと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  それでは、２点目は、１点目の豊能町の

特徴や長所を最大限に生かした事業に対し

て、今度は国の制度を活用し、補助金や企

業との連携や寄附金を活用して、町の支出

をできるだけ減らしながら、効果的に事業

を進めることが必要と思います。 

  この点についても、町長に確認させてい

ただきます。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私たちの財源というのは町民の方から頂

いたもの、それを最大限に活用するという

のはもちろんですが、地方創生という形で

国も人口減少に対して憂いを、それに対す

る補助金も含めてたくさんあります。我々

が重要なことは知恵を絞ってそれらを獲得

し、町民の方々の未来に向かって進めると

いうのが必要ですので、補助金の活用とい

うのは知恵を絞りながらやっていっている

ところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  まず、基本的なことについて、町長と同

じ考えであることを確認させていただきま

した。それでは、先ほど２点目の豊能町計

画の作成と国の補助金と企業の寄附金や連

携などの実施状況について、質問をさせて

いただきます。 

  まず、国の交付金や企業との連携の実施

状況について伺いますが、近年の科学技術

の進歩発展や世相の流れが急速で、人間よ

り寿命が短い犬に例えて、ドッグイヤーで

あるとか、最近では寿命が２年ぐらいのマ

ウスイヤーとまで例えられるので、時代は

急速に進んでおります。 

  国の制度も、これら時代の急速な流れま

で、平成２３年の地方自治法の改正により

計画期間を１０年以上とする基本構想の作

成義務付けが廃止されました。つまり、自

治体において、総合計画の作成義務がなく

なりました。 

  自治体によっては、急速な進歩に対応す

るため、機動的な見直しを重視し、計画期

間を首長の任期に合わせて４年とする計画

をこれまでの総合計画に替えて作成すると

ころも出てきました。 

  一方、国でも、まち・ひと・しごと創生

総合戦略の計画期間を５年とし、この戦略

を作成した自治体に対して、交付金を出す

ように、国の計画も自治体への補助もより

短い期間の計画へとシフトしてきておりま

す。 

  しかし、豊能町では、計画期間が令和４

年４月から令和１４年３月の１０年間の総

合まちづくりの作成を中心に進めておられ

ます。私は、厳しい財政状況であり、職員

人数も限られた豊能町では、時代の変化に

対して機能的に動き、さらに国が交付金を

支給してくれる、まち・ひと・しごと創生

総合戦略の作成、もしくはこの改正を、総

合まちづくりの計画の作成よりもまずは優

先すべきと思いますけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。質問にお答えさせてい

ただきます。 

  これまで総合計画と総合戦略、二つの計

画を並行して政策を進めてまいりました。

現在も総合戦略の計画の期間中である、そ

のため必要に応じて国の交付金を申請して

まいりたい。そのようなことは引き続き考

えております。 

  また、総合まちづくり計画においては、

二つの計画に対して、策定、推進、評価、

検証のプロセスを同時に進めていくという

ことは、時間も非常にかかるということを

考えまして、同時に進めることがメリット

と捉えまして、総合まちづくり計画の策定

に合わせて、総合戦略と一体化して進めて

いく、そのようにさせていただいたもので
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あります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今の話を伺いましたけれども、マンパワ

ーも限られておりますし、そういったこと

からもできるだけ補助金ももらえる、機能

的に動ける、まち・ひと・しごと創生総合

戦略のほうにも力を注ぎながらやっていた

だきたいと思います。 

  次に、豊能町のまち・ひと・しごと創生

総合戦略について、これまでの効果の検証

はされておられるようですけれども、ホー

ムページでこの戦略を見てみますと、計画

期間は平成３１年のままで延長されていま

せん。令和２年、令和３年の地方創生推進

交付金を受けるためには、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の期間延長等、ＫＰＩの

設定が必要と思いますが、期間の延長とＫ

ＰＩの再設定はされたのでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  質問にお答えさせていただきます。現在

の総合戦略は、計画期間を令和４年３月ま

で延長させていただきました。ＫＰＩ評価

につきましても、継続をしているところで

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  分かりました。ただ、ホームページとか、

外に出ているものを見ると、一切変わって

いないので、そのあたりは分かるようにし

ていただいたほうがいいかと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  次に、まち・ひと・しごと創生総合戦略

にも位置づけられ、国が最近、特に重点を

置いている制度に、企業版ふるさと納税が

あります。これは自治体の事業に対して、

企業が寄附を行い、企業が税額控除を受け

ることができる制度です。今、お配りしま

した資料を御覧ください。 

  この企業版ふるさと納税は、令和２年度

に税額控除期間を令和６年度までの５年間

へ延長した上で、活動しやすいように大幅

緩和が行われました。企業は、税額控除の

割合を２倍に引き上げられ、税の軽減効果

が最大９割となり、より企業が参入しやす

くなりました。ですので、１割の支出で１

０割の給付ができるというようになりまし

た。最大で。 

  また、行政側の手続も大幅に緩和され、

個別事業ごとの認定をしなければいけなか

ったのが、包括的な認定とすることができ

ました。 

  具体的には、地方版の総合戦略のこれま

で作っていた戦略の抜粋、転記によって地

域再生計画の申請・認可が可能となりまし

た。非常に義務手続が少なくなりました。

また、併用可能な国の補助金、交付金の範

囲も拡大しました。 

  ですので、町の支出も大変減らすことが

できるようになりました。さらに、寄附の

金額の目安の範囲内であれば、事業費確定

前の寄附は受領可能となりました。このよ

うに、自治体も活用しやすいように、国が

制度を大幅に緩和しております。 

  一方、塩川町長の所信表明の中でも、高

山右近生誕地や妙見口駅前の開発などで、

企業版ふるさと納税を受けるべく地域再生

計画を策定し、企業の寄附で財政負担の軽

減を図りますというふうにうたわれており

ます。 

  これまでも一般質問でも要望しておりま

すように、高山右近生誕地や妙見口のよう

に、歴史偉人のゆかりの地や能勢妙見山の
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参道としてにぎわってきたこれらの土地を

持つ豊能町にとっては、企業からの寄附は

十分見込めます。 

  つまり、この利点を生かし、財政状況が

厳しいが、まちづくりを進めなければいけ

えない豊能町にとっては、企業版ふるさと

納税を積極的に活用すべきと要望してきま

したが、現在のその状況はどうでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  本年１１月に企業版ふるさと納税の寄附

ですね。これを受けるための必須条件であ

ります地域再生計画の認定を受けることが

できました。これによりまして、今後は企

業とのパートナーシップの構築に向けて積

極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  これからもどんどん進めていっていただ

いて、まちづくりの活動をしていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

  次に、大問１問目に確認させていただき

ました豊能町の特徴や長所に着目しました

具体的な事業の実施について質問をさせて

いただきます。 

  まず、町の根幹をなすバス交通路線事業

について。質問では、豊能町の特徴や長所

を考える要素と町の特徴や長所を生かした

具体的な事業や方法と分けているのですが、

一度に聞いたほうがいいかと思ったので、

ちょっとまとめさせていただきます。 

  ですので、まちの根幹をなすバス交通事

業について、豊能町の特徴や長所と考える

要素とそういう活動をした具体的な事業や

方法についてお伺いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼します。お答えさせていただきます。 

  交通関係のバスの交通路線事業について

町の特徴や長所と考えられる、そのような

要素はという御質問だと思っております。

まず、始発であったりしますので、比較的

座って移動していただきやすいかと思って

おります。 

  また、補助金、減便、運賃値上げなどに

より今のところはバスの交通路線について

維持ができているということもメリットか

と考えております。 

  あとは多方面へのアクセスが可能である

ということで、豊能町から池田市、豊中市、

茨木市のほうへアクセスをできるというこ

と、それとどちらもそうかも分かりません

が、このバス路線事業について厳しい状態

である中に、比較的遅くまで便数があると

いうことが長所として上げられるかなと思

っております。 

  また、この特徴や長所を活用した具体的

な事業方法はという御質問ですが、まず、

アクセスの面でいいますと、箕面トンネル

の利便性を生かしました阪急バス箕面森町

線の延伸、これによって、能勢電鉄駅から

広域的なネットワークを生かした幹線の整

備ができるのではないかと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  最後、おっしゃっていただいたとおりと

思います。始発駅であるということが重要

なメリットがありまして、そういえば、東

京では始発駅があるまちを特集でテレビで

やったりであるとか、不動産情報のサイト

が始発駅があるまちを特集したりしていま
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すので、これから非常に注目されるのでは

ないかと思います。 

  そんな意味からも、北大阪急行の延伸に

合わせて、能勢電鉄と北大阪急行の駅、始

発駅同士を結ぶことによって、その間の土

地が全てツーウエイになるというのは、う

ちの町にとって、非常に大事な話だと思い

ますので、ぜひともこれは進めていっても

らいたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

  そんな意味からも、これについて何か補

助金とか、企業との連携について今何かや

っておられるかについてお伺いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  補助金についての御質問だと思っており

ますが、阪急バスに委託しておりますリレ

ー便については、現在、町負担額の約８割

に特別交付金が交付されております。今後

は国の制度の活用や企業との連携について、

ますます検討してまいらないといけないか

と思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  交付金も活用されているということなの

で、まずはいろいろほかにも補助金もあろ

うかと思います。例えば、企業版ふるさと

納税ということも活用できるかと思います

し、また、地域公共交通確保維持改善事業

というものがありまして、これも地域間の

交通のネットワークを形成する地域間の幹

線運航について支援をするとか、そういっ

たことの補助金としてあるようですので、

そんなこともお考えいただけたらどうかと

思います。 

  それと、北大阪急行の延伸がほぼ行政と

して決まっておりますが、これに合わせて

バスの開通も考えなければいけないと思う

のですが、今現在のバスの開通の進捗状況

はどんな感じなんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  現在の進捗状況ということでございます

が、箕面森町線の延伸につきましては、令

和５年度の北大阪急行延伸に向けて現在、

大阪府、箕面市、豊能町及び箕面森町にお

けるバス路線検討会において協議をしてい

る最中でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今、検討しているということですが、こ

れは北大阪急行の延伸ということがありま

すので、それに沿って確実に実施していた

だきたいと思います。そのあたり、進める

に当たって、できそうなのか、それとも何

か課題があって、なかなか進まないものな

のか、その点についてお伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  課題ということでございますが、阪急バ

スのほうからは、バス業界の運転士不足、

それから能勢電鉄駅への接続する道路状況

とか、路線延長による費用の負担、またコ

ロナ禍における乗客数が減少しており、見

込みができなくなっている。そのようなこ

とが今、課題として上げられております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  課題も伺ったようにあろうかと思うので
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すが、町も計画を作って、実際バス路線の

事業者とも事前にこれまでも十分にお話を

されていると思いますので、ぜひとも、こ

の北大阪急行延伸の折には、この開通を目

指して頑張っていただきたいと思います。 

  この路線が開通する、開通しないで、こ

の豊能町は大きく変わると思います。これ

ができたら、本当にこの町は発展すると思

いますので、そのあたりぜひともよろしく

お願いいたします。 

  次に２番目、豊能町に多くの来訪を目指

して、地域資源を生かした観光施策など、

交流人口の増加事業についてお伺いいたし

ます。先ほどと同じように、豊能町の特徴

や長所を考える要素、またそれを活用した

具体的な事業や方法についてお伺いいたし

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  おはようございます。それでは、私から

今の御質問についてお答えさせていただき

ます。 

  地域資源を生かした観光施策などという

ことでございますが、まず本町の特徴でご

ざいますとか、長所と考えられる要素とい

たしましては、まず大阪市内から約１時間

で来訪できるアクセスの良さ、東地区に点

在しております歴史を感じることができる

石仏、特に高山地区では、高山右近の生誕

地ということもございまして、いろいろな

歴史を感じることのできる資源があると。

また、西地区では高台寺ですとか、吉川八

幡神社といった神社仏閣、あるいは大阪緑

の百選に選ばれました初谷川の渓谷といっ

たものがございまして、里山の風景を楽し

むことができる資源があると。 

  豊能町といたしましては、こうしたもの

を融合いたしました自然と人とが共生する

豊かさが本町の特徴であり長所であると考

えております。 

  特に、東地区、このあたりにつきまして

は、近年バイクでツーリングを楽しまれる

方、あるいはサイクリングを楽しまれる方

が非常に増えております。我々といたしま

しては、そういった方々に対して、どうい

う観光資源を提供する施策をしていくかと

いうところがポイントかというふうに思っ

ております。 

  具体的に取り組んでおります取組といた

しましては、東地区、こちらのほうでは平

成２９年３月に農×観光戦略推進計画とい

うものを策定しております。こういったも

のに基づきまして、いろんな施策を展開し

てきているところではございますが、カフ

ェやレストラン、民間事業者のそういった

拠点、滞在拠点づくりを支援すること、そ

れと志野の里を拠点といたしまして、歴史

的な観光資源や豊かな自然を体験し、楽し

むことができるような仕組みづくりに努め

ております。 

  また西地区におきましては、先ほどおっ

しゃっていただいたように、妙見口駅を中

心といたしまして、ハイキングや散策を楽

しまれることによりまして、吉川地区の里

山の景観、あるいは初谷川渓谷の自然を楽

しむことができるよう、いろんな支援に努

めているというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  東地区ではカフェとかレストランとか、

拠点作りを進めておられるということで、

西は妙見口ということでございますけれど

も、先ほど話をさせていただきましたよう

に、町長の所信表明の中では、妙見口駅前
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と高山右近生誕地の開発について考えてい

るということだったので、それはそれで進

めていく必要があるのではないかと思って

おります。 

  例えば、西地区でいうと、妙見口駅前で

いいますと、特徴としては、妙見山の玄関

口である妙見口駅が町内にあるということ。

まずは周辺では様々なイベントが今でも実

施されているといったようなことを考えま

すと、一つは登山用のお客さんのために、

例えば、東京の登山の名所である高尾山で

すね。あそこでは、駅の前にスーパー銭湯

を誘致しておられるということで、登山を

して汗をかいて、お風呂へ入って、お酒を

飲んで帰るというような、そんなこともや

られて非常に町が潤っていると聞いていま

す。 

  また、一方で、様々なイベントをやられ

ているので、これを集約する。例えば、第

１日曜日にみんな集めることによって、こ

の町、この妙見山の周囲、妙見口駅には第

１日曜日に来れば、何かあるぞというよう

な、覚えてもらえるようなことをしたらど

うか。 

  これは枚方市、枚方駅の周辺で、毎月第

２日曜日に市を開いていると。ここは非常

に人がいっぱいで、にぎわっております。

そんなことからも、こういったことを私は

進めていくべきではないのかなと。財源に

ついては、企業版のふるさと納税、これが

使えるのではないかと思いますし、また、

第２期総合戦略の国の基本計画の中でも、

稼ぐ地域を作るとか、地方とのつながりを

築いて、地方への新しい人の流れを作ると

いうことで、交付金も望めるのではないか

と思いますので、そのあたりについて、町

長も所信表明でも述べられておりますので、

まず妙見口の開発については、今後、どの

ように進められるのか、何かお考えがある

のかについてお伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おっしゃるとおり、にぎわいを作ってい

くと。候補地は妙見口、それから高山とい

うところです。このにぎわいを作るという

演出のところは、やはり地域の団体の方々、

例えば、マルシェでありますとか、妙見口

でいくと、能勢電さんであるとか、そうい

う団体の方、その行事をうまくマッチング

をさせて、一つのところに集約をしながら、

それが活性化するということが重要だと思

っております。 

  したがって、そういう形で第１日曜日、

決まった日に何か行けば、非常に楽しいこ

とがあるというようなことが本当に必要で、

今年度、実はやっていこうという形で地域

の方々とも進めていたところなんですが、

コロナ禍の関係で延期になっているという

ような形になっておりますが、これはまた

進めていきたい。 

  あわせて、そういう方々へのインフルエ

ンサーということではありませんが、豊能

レポーターも、そして団体の方の豊能体験

会も含めて、それらを今度はウェブ上でと

かいうような案も出ています。まだ具体的

には進んでおりませんが、そういう形のマ

ッチングを町はしっかりと取っていくとい

う形が重要だと思っておりますので、まだ

成果は現れておりませんが、しっかりと展

開していきたいと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  実際に、進めておられるということです

ので、ぜひ進めていただいて、イベントの

集約化とか、それについてのにぎわいを増
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やしていっていただきたいと思います。 

  あと一歩は、先ほど申しました、これは

ハード事業でなかなか難しいかもしれませ

んけれども、温浴施設、こういうものが来

れば、非常に発展すると思いますので、そ

の辺の検討についても今後進めていってい

ただきたいと思います。 

  次に、高山右近の生誕地についてですが、

これについても皆様御存じのように、ロー

マ教皇から福者を認定された歴史的偉人で

ある高山右近生誕地は、本町にあるという

のは非常に大きな特徴というか、メリット

であると思います。 

  まずは一方で、高山小学校跡地、今の高

山コミュニティセンターという拠点が既に

あるということもメリットであると思いま

すので、今でもたくさんのクリスチャンの

方がミサでいらっしゃったりされていると

伺います。 

  そんな意味からも、例えば、この高山右

近生誕地、高山コミュニティセンターに訪

問しやすいように、今の幹線道路からコミ

ュニティセンターのほうにバスが入られる

ような道路を作って、そこにバスがとめら

れるようなことをされるようなことをした

らどうかと思います。 

  この財源についても、先ほどの企業版ふ

るさと納税といったことも活用すれば、可

能だと思いますけれども、そのような高山

右近生誕地の開発について、何かお考えか、

これは町長が所信表明に掲げておられます

ので、お伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  高山右近の生誕地であります高山地域と

いうところでございますが、これまでも議

員おっしゃっていただいているようなミサ

をやられたりということで、いろいろ高山

右近を支援としまして、いろんな取組をし

てまいりました。今年度は、右近サミット

ということで、高山右近に関する自治体で

取り組んでいけないかということで、一定

の予算化もさせていただいて取り組もうと

していたところ、コロナの関係がございま

して、それもとまっております。 

  ただ、発起人、おっしゃっていただいて

いる奈良県の宇陀市というところとは連絡

を取っておりまして、これについては引き

続きやっていくというところでございます

ので、これについて取り組んでいきたいと

思っております。 

  あと、ハードというところでございます

が、これにつきましても、なかなかこれま

でもそういった検討はしてきたところでご

ざいますが、なかなか実現までに至ってい

ないというところがございます。 

  あの高山地域というところ、別のところ

で圃場整備という取組も地域で考えていた

だいておりますので、そういった取組と併

せて、何ができるのかというところは検討

はさせていただけるのはできるのかと思っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ソフトでは右近サミットを考えておられ

る。またハードでも圃場整備と併せて検討

していきたいということですのでぜひ期待

しておりますので、財源は、企業版ふるさ

と納税になどを活用しながら、ぜひ進めて

いただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

  次に、２番目といたしまして、子育て層

を中心とした定住人口の増加事業について、

その人の特徴や長所を考えられる要素と、
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それと活用した具体的な事業や方法につい

てお伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  お答えさせていただきます。子育て層を

呼び込むための定住人口の増加についての

御質問だと思っております。 

  特徴や長所というところでございますが、

先ほども申しましたとおり、交通アクセス

は充実しているかと考えております。車で

の移動については、インターチェンジに近

くて、アクセスが良いとか、空港も御利用

される機会は少ないかと思いますが、近い

ということも言えると思います。 

  それから、西地区においては能勢電鉄の

駅が３駅ありまして、徒歩で電車を利用で

きるエリア、住宅地が広いのではないかと

思っております。 

  また、大阪梅田まで電車で１時間、車で

も１時間、意外と便利で市内の通勤も可能

ではないかと思っております。 

  また、子育てをしていただく際には、環

境が良い、それから治安も良いと思ってお

ります。今回、小中一貫校における教育の

充実というのもしていくとなっております

ので、これも定住人口増加策につながって

いくのではないかと思います。 

  また、待機児童がゼロですとか、豊かな

自然環境を活用して、情操教育をこれから

進めていく、教育としてはそのあたりが長

所になっていくのではないかと思っており

ます。 

  あと、地価が非常に安いということで、

一戸建て住宅が安価で購入できるのではな

いか。通勤されるときにも、これは交通に

なりますが、始発駅が妙見口駅にあります

ので、比較的座って移動していただける、

それが特徴でしたり、長所であったりとい

うふうに捉えております。 

  これからの具体的な事業の取組について

は、そのような手法は考えているのかとい

う御質問だと思うのですが、非常に子育て

に適した環境ではあると思っております。 

  ただ、呼び込む策、子育て政策、このあ

たりが非常に今のところ少ないように感じ

ておりますので、今後は子育て施策につい

て積極的にＰＲし、進めてまいりたい、そ

のように考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今、おっしゃられたように、アクセスも

いいし、教育もいいし、豊能町のメリット

はいっぱいあると思います。私もそう思い

ます。どうやって呼び込むかという話でご

ざいますけれども、町長も所信表明の中で

書かれていますように、人口流入策として、

箕面森町の企業団地従業員に本町の転用を

促進するとともに、空き家再利用化を図っ

てまいりますというお話もございますので、

私もこの発想で、ぜひとも箕面森町の方へ

の企業の情報提供、また広げて在阪企業の

方にも、この豊能町の良さを知らせてもら

うことによって、人口流入したらどうかと

思います。 

  特に、池田泉州銀行等と連絡を取れば、

恐らく在阪企業の情報も頂けると思います

ので、また子育て層、つまり人口を増やす、

子どもを増やすというのは国策でもありま

すので、これは企業さんも非常に理解を得

やすい。乗ってきやすいと思いますので、

そんな意味からも町長の所信表明や、また

こんな発想から在阪企業と連携して、箕面

森町の企業などとも連携しながら、子育て

層に対しての不動産の情報の提供というこ

とをやられてはどうかと思いますけれども、
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町長、いかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  もう御承知のとおり、箕面森町のところ、

いわゆる建設工事が進んでいまして、私も

就任してから全企業団地のところを回りま

す。企業の方々は従業員が住める場所、そ

れから通勤というところで、大阪市内から

能勢電からの通勤、そういうところが非常

に課題ということで一緒になって進めてい

きたいということもおっしゃっておられま

した。 

  それから、賃貸ということで、住宅の中

の空き家が、昨日も管野議員からチラシが

あったとおり、本当に今物件が表面化をし

てきていないというんが課題であります。

出ればすぐに売れるというところもあると

いうことで、ときわ台は逆に転入者のほう

が増えたということになります。 

  それらも含めて、ハウスメーカー、それ

から流通化ということが必要ですけれども、

今、池田泉州銀行のほうともお願いをして

いるのですが、就活ではありませんが、今、

将来的に家が空くというところのものも出

てきます。 

  それから、資産形成というところで、今

の家で活用する。それから空き家となって

いるところを流通化させないといけません

ので、それらを含めてセミナーという形で

少しでも皆さんのお役に立てるようなセミ

ナーができないかということを考えていま

す。 

  それから、特に我々のところでいくと、

町外の方のお住まいの方が空き家という形

で持っていますので、ウェブ配信でありま

すとか、そういうところとほかの企業とも

含めて連携をして、それらが我々のホーム

ページのところに逆に行きつくとか、そう

いう形も考えていきたいと思っております。 

  まだこれは進めているところですが、そ

ういうような考え方で、特に空き家の流通

化をしっかりとしていきたいと思っており

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今、お話がありましたように、町外の方

への情報の提供を進めつつあるということ

ですので、ぜひとも豊能町のメリットを広

げていっていただきたいと思います。 

  また、今、住宅メーカーというお話もあ

ったのですが、住宅メーカーと連携をして、

協定を結んだらどうかと思っております。

テレビを見ていますと、実はある住宅メー

カーが２０歳代の若者をターゲットに、

月々払っているあなたの家賃で家が建つ２

０代の家ということで宣伝されています。 

  豊能町は、当然、家を建てるためには土

地が必要です。土地が安いということもあ

りますので、この住宅メーカーが目指す、

２０歳の人に家を建ててもらうというニー

ズはお互い合ってくると思うのです。です

ので、こういったところとお互い連携をし

てやっていけば、この住宅メーカーも非常

にいいし、その人にとってもウインウイン

だということですので、ぜひともこういっ

たところであるので、こんなところにお声

かけいただきたいと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。前回もそういう

御提案をいただきまして、またそこまでお

声かけられていませんけれども、ハウスメ
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ーカーとして、低価格から若者向きの家を

建てる、タマホームさんでしたか。そうい

うところも進めていきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ぜひ進めていっていただきたいと思いま

す。このあたりでは茨木市のほうに拠点も

ありますので、近くですので、一度話を進

めていっていただけたらと思います。 

  次に、次世代につながる農業の活性化事

業ということで、こちらについて豊能町の

特徴や長所と考えられる要素と、それを活

用した具体的な事業や方法についてお伺い

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  まず、農業というところで特徴や長所と

考えられる要素ということでございますが、

本町の主要な農産物は稲作を中心としまし

た米の栽培でございますけれども、中山間

地にあるということから、日中と夜間の寒

暖差を利用し、農家の皆さんが路地栽培に

よりおいしくて、甘みのある野菜づくりに

取り組んでおられるというところでござい

ます。 

  こうした長所を生かすということで、何

をやっているかということでございますが、

こういった米とか野菜の栽培に取り組んで

おられる農家の方々を支援し、町の農産物

を広くしていただき、利用していただける

ように農産物の直売場を設けまして、志野

の里でございますが、そちらの運営につい

て支援を行っているところでございます。 

  また、こうした野菜作り、米作りがいつ

までも生産性の低下を招くこともなく、継

続して行っていけるようにということでご

ざいまして、農家の方々の御高齢化により

まして、そういったことの懸念がございま

すので、新規就農を希望される方を対象に

就農支援塾を展開いたしまして、新たな農

業の担い手の育成に努めております。そう

いった方々の出荷できるレベルにまで、い

ろんなところに育成して、農業の生産力の

向上に努めているといったところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今伺いましたら、志野の里で売れるよう

にするであるとか、今、新たに農業の塾を

開いて、新たな方を育成するというお話が

ございました。 

  そういったことも進めていっていただき

たいと思うのですが、一方で、農家の高齢

化、後継者不足は大きな問題であります。

また、一方で農業に関心がある人もたくさ

んいる。大阪市内にある。都心からも近い

ということもありますので、できましたら

こういった都心の人と町内外の農業の方が

集えるようなプラットフォーム作りをして

いただくことによって、最初はお手伝いか

ら始まって、最終的にはうまくいけば、後

継していただけるようなことができるよう

な、そんなプラットフォーム作りをしては

どうかと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  町の農業に関心のある方と、それとこち

らで農業を営んでいる方のマッチング、組

合せということでございますが、先ほど申

し上げました就農支援塾というところが、
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その一つ機能を果たしているのではないか

と思っております。 

  これまで平成２９年度から取り組んでま

いりましたが、平成２９年度が７名、３０

年度が６名、元年度が１１名、今年度は８

名ということで受講者のほうはそれなりの

数字が維持できている。受講後の状況につ

きましても、農地の貸借をされて実際に農

業に携わっておられる方も１０名程度はお

られるということでございまして、高齢化

に伴いまして、後の空き地、遊休地化して

いくところを防ぐという一定の成果が上が

っているというところでございます。 

  それと、町の農家資格を持っていらっし

ゃる方等々が豊能町のほうで農業をやりた

いということでおっしゃってこられた場合

には、うちの活用できる農地を紹介して、

そういった方々が農業をこちらのほうで営

んでいただけるような支援については、取

り組んでいるところでございまして、そう

いったことの取組を今後も継続していくこ

とによって、豊能町の農業を維持していき

たいと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  そういったマッチングについて進めてい

っていただきたいと思いので、さらにお願

いいたします。 

  ただもう一方で、農業をやってもなかな

かそれの売り先がないという問題も出てく

ると思います。そんな意味で、豊能町の食

材、野菜をできる限り豊能町産として、給

食の食材として使うような形にしてはどう

か。 

  今回、豊能町の小中を一手に担う給食セ

ンターといったものを作られるということ

ですので、一定量の作物の需要を見込めま

す。そうすると、新たに就農した方が必ず

買ってもらえるという道があれば、豊能町

でも農業をやっていこうというふうになろ

うかと思いますので、そういった意味で、

給食を活用した新たな農業操業といったこ

とについて考えていっていただいたらどう

かと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  豊能町で採れたものを学校で給食の食材

として提供するということでございますが、

食育という観点から、過去にそういった取

組もしてまいっているというところはござ

います。ただ、議員がおっしゃっているよ

うに、どれだけの供給量があって、安定し

てどれだけ供給できるのかというところは、

今後、農家さんとも協議して、検討してい

かなければならないことだと思っておりま

す。 

  食育という観点から申し上げますと、そ

ういったことは有効ではないかと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ぜひ進めていっていただきたいと思いま

す。本当に、豊能町は良い長所もあります

し、これを活用した補助金も活用しながら

まちづくりを進めていただきたいというこ

とを要望いたしまして、一般質問を終わり

たいと思います。 

  なお最後に、治療中のためにお聞き苦し

い点があったことについておわび申し上げ

ます。 

  以上でございます。どうもありがとうご

ざいました。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  以上で、田中龍一議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は１１時３０分といたします。 

（午前１１時２０分 休憩） 

（午前１１時３０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、長澤正秀議員を指名いたします。 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  １番・長澤正秀でございます。議長の許

可をいただき、一般質問をさせていただき

ます。理事者の方においては、分かりやす

い前向きな回答をよろしくお願いいたしま

す。 

  まず初めに、セルフネグレクト、自己放

任ということですけれども、その対策につ

いてセルフネグレクトは、生活環境や栄養

状態が悪化しているのに、それを改善しよ

うとする気力がなく、周囲に助けを求める

ことをしない。自己放任状態を指し、孤独

死やごみ屋敷の原因とも言われています。 

  一見、独り暮らしの高齢者の問題と思わ

れがちですが、そのきっかけは、配偶者や

家族の死、自分の病気やけが、人間関係、

仕事をやめた、失ったことによる生活苦な

ど幅広く、資料として、ちょっと暗いので

見えにくいと思いますが、こういうものが

あります。 

  その中で、年齢や孤独の独居に関係なく

陥るという可能性があるセルフネグレクト

に陥っている人、自分から支援を求めるこ

とがないため、家族や近隣の方の気づきが

必要ですが、今、コロナ禍の中、人付き合

いが自粛し、一方でセルフネグレクトの原

因の一つ、仕事を失った人が増えておりま

す。 

  行政としての対応、対策が急がれると思

います。現在、何人ぐらいの方がセルフネ

グレクトに陥っているか、町として把握さ

れているのかをお聞きします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。結論から申

し上げますと、正確に把握はしていないと

いう状況でございます。といいますのも、

既に障害福祉サービスや介護保険サービス

等を御利用いただいている方、それから民

生委員を通じてとか、福祉委員を通じてと

か、何らかの形で私ども行政とつながって

いる方につきましては、サービス提供事業

者等が異変をキャッチできるという状況で

ございますが、議員がおっしゃっていただ

きましたように、ふだんから御近所のつな

がりがない。何のサービスも受けずに、引

き籠もっておられる方、これらの方をなか

なか把握できないということで、何らかの

きっかけで外部と、外部、地域住民の方々、

行政とつながりがない限り、それを把握す

るということは大変難しい状況でございま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  そういう難しい状態とは分かりますが、

今後、調査把握する必要が十分あると思い

ますので、その予定、方法とか、そういう

のはあるでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  先ほども申し上げましたけれども、セル

フネグレクトの方の調査、把握はその方法

が非常に難しいということがございまして、



 3－27 

現在のところ予定はしておりませんが、こ

の件に関しましては、自治会や民生委員、

福祉委員などの協力を得て、地域の皆さん、

御近所が共同で助け合えるまちづくりがで

きれば、異変を早く早期にキャッチできる

機会も増えてまいると考えてございます。 

  ただ、構築は直ちにとはまいりませんの

で、当面は地道にセルフネグレクトに陥る

リスクのある相談として、鬱病をはじめと

した精神疾患、知的障害や身体障害、生活

困窮、ひきこもり、８０５０問題など、こ

れらの相談者に対して、福祉相談支援室が

しっかりとつながりを持って、支援して、

そうしていくことでさらに地域の皆さんと

連携を深めていきたいと考えてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  地域、そういう方というのも重要なこと

だと思います。高齢者の方は包括支援セン

ターが把握しているのかとは思いますが、

その人数、または６５歳以下の方は住民課、

福祉課、農林商工、若者の就労相談とかあ

りますよね。そういうのでも把握とかはさ

れていますでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。年齢にかか

わらず、私ども総括して福祉相談支援室、

こちらのほうで相談をさせていただいてい

るという体制を取ってございます。 

  ただ、福祉相談支援室、ここではそうは

申し上げましたけれども、上半期の相談の

中でセルフネグレクトと認知した事例はご

ざいません。 

  セルフネグレクトに陥るリスクのあるケ

ース、これは存在するということでござい

ますので、そのケースを申し上げますと、

生活困窮の相談、これが実人員で１５人程

度、ひきこもりの相談、これが実人員で３

０人程度、８０５０関連でいきますと、１

０人程度、精神疾患の相談では７５人程度、

知的障害者の相談程度で４０人程度、身体

障害者及び難病患者、この方々の相談は実

人員で２０人程度ということになってござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  セルフネグレクトというのは、判断がし

にくい状態なのか、それ以外でもいろんな

ケースがあって、今の数でもすごい人数が

相談を受けていられるということで、包括

支援センターも大変忙しいのだと思います

が、このセルフネグレクトというのは、特

殊な今までであまり聞いたことはないけれ

ども、いろいろそういう状態に急に陥った

りということがあるので、ここから今、相

談を受けている方から、どんどんそういう

方向に傾いていく方もあるかもしれないの

で、そういうのは注意していただきたいと

いうのがあります。 

  それと、あとは若い方、年配の方、みん

な幅が広いということで、役所とのつなが

り、住民票を取りにいくとか、納税証明を

あげにいくとかということで、役所に見え

る方もあると思います。 

  そうしたら、全くつながりがないかとい

ったら、ゼロではないですよね。こういう

問題もテレビでも取り上げてやっていまし

たが、担当者の方が、自殺されたのかな、

亡くなった方があって、ちょっとでも話が

聞けたらよかったのに。ほかの課でも、ほ

かの部署でも、そういうきっかけで来ては

るのは来てはったけれども、声かけること

ができなかったというので悔やんでいるシ
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ーンがありましたので、そういうので幅広

くケース・バイ・ケースで見ていただけた

らいいかなと思います。 

  セルフネグレクトの関係相談があった場

合にでも、その情報は福祉相談室につなが

り、それから社会福祉、精神科医、診療内

科医など、専門職の対応ができるような体

制というのができているか。今後作ってい

くかということをお聞きします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  関係機関や御家族、それから御近所から

相談があった場合、現在のところは直ちに

福祉相談支援室につながるという状態まで

は行っておりませんが、関係部署や機関と

の連携については、できるだけ進めていく

ように心がけてございます。 

  相談が実際にございましたら、その実情、

それから情報収集を行いまして、医療の対

応が必要なのか。福祉や介護のサービスが

必要なのか。それらをアセスメントをさせ

ていただいて、その方の状況に応じて、先

ほど議員がおっしゃいましたように、関係

機関、それから専門医等々、保健所も含め

まして、協力を得られるよう体制を整えて

いきたいと考えてございます。 

  背景が様々なために、ここでの対応が重

要になってくると私どもは考えてございま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  セルフネグレクト関係、この情報は、一

応窓口としては、福祉相談室が集約してい

るのか、固定はしないで、いろんな世間話

される窓口ということもあるので、そうい

うので各課、部などにつながって、共通し

てそういう話があったということを皆さん

で連携して伝えていただけたらといいかと

思います。 

  福祉士を配置しているかどうかというの

も、他の専門分野、医師との協力とか、そ

ういうお医者さん関係ですよね。そういう

ふうな連携までは今後、考えてはおられる

のでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  先ほども申し上げましたように、ケー

ス・バイ・ケースということになってござ

いまして、例えば、高齢者が服薬を拒否さ

れている。これもセルフネグレクトの一種

ではないかと思ってございますが、その場

合は、地域包括支援センターのスタッフが、

医療機関と連携をさせていただいて、支援

を行うということで、その支援が前に進ん

でいるようであれば、福祉相談支援室まで

は行かない。 

  例えば、その方が生活困窮によって服薬

をとめておられるケースということで、少

し違う要素が入ってくるということになり

ましたら、福祉相談支援室がまた連携して

入ってくるということもございますので、

個々のケースまで連携をするか、しないか

ということですみ分けをさせていただいて

いるところもございます。 

  先ほど議員がおっしゃいましたように、

専門員との関係でございますが、これにつ

いては、それぞれの個々の背景をきちんと

理解をさせていただいた上で、適切な対応

をしなければならないと考えてございます

ので、精神科医、内科医等の医療機関、先

ほど申し上げましたように、保健所、その

他関係機関と連携を密に取って、協力体制

をとる必要があると考えてございますので、
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今もしてございますが、引き続きさせてい

ただきたいと考えてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  これは、今までの話でいくと、相談に来

られた方、相談を受けた町が相談を受けた

場合の対応や連携体制ということで、お話

を聞かせてもらっていますが、セルフネグ

レクトになっている方というのは、そもそ

も外とあまりつながりを持ちたくないのが

基本にあったりとか、身なりを気にしなく

て、穴の開いた服を着ているとか、季節外

れのものを着ているとか、認知症と似たと

ころもあるかとは思いますが、そういう変

わった方が窓口に来られたという情報も共

有していただいたらいいかなと思います。 

  自ら支援を受けないということで、家族、

周りの気づき、情報というのは、多くの住

民さん、今説明のあったように、民生委員

さんがすごく大変なことになっていくのか

なと思いますが、それ以外に何か新しくこ

ういう策を練ってみようとか、こういうの

はどうだろうという新しい戦法を探すよう

なことは町として何か考えておられるかお

聞きします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  議員がおっしゃいましたように、外との

つながり、これをできるだけ作っていくと

いうことが非常に大事だと考えてございま

して、それには先ほど申し上げました自治

会、民生委員、福祉委員、各種団体の方々、

皆さんに御協力を求めなければならないと

思ってございます。 

  ただ、こういった方々が、ここのお家の

方はあまり見ないなということで、入りた

いのだけれども、入る材料もないし、きっ

かけもないということもございます。この

コロナ禍でございますので、余計にそうい

うことがございますということで、テスト

的に、今年から始めた取組が一つございま

すので、御紹介させていただきます。 

  社会福祉協議会が地区福祉員の協力を得

まして、地域がつながることを目的に、つ

ながりプランター事業を始めてございます。

これは目的としまして、先ほど申し上げま

したように、何か材料がないと入っていけ

ないということで、このつながりプランタ

ー事業をはじめまして、参加者全員が同じ

種類の苗、これをプランターに植え付けま

して、それを参加者が各家に持ち帰り、水

やりや追い肥、それから草引き等を行い、

収穫までを体験するということで、こんな

のありますが、しませんかというような材

料にさせていただくということで、進めさ

せていただいてございます。 

  この秋は、マナを植え付け、吉川ときわ

台地区、光風台地区に試験的に取り組んで

いただいているということで、御近所付き

合いが希薄化している中で、地域で同じも

のを植え、成長を見守る中で、参加者同士

が声を掛け合う機会が増えたと好評を頂い

てございます。 

  来週もする予定でございまして、ピーマ

ンを植え付けるということで聞いてござい

ます。町といたしましても、この事業はつ

なぐツールとして非常に有効であると考え

てございます。より多くの地区が参加され

るようバックアップしてまいりたいと考え

てございます。 

  また、福祉相談支援室では、住民の方が

気軽に相談に来ていただけるよう、ＰＲを

今後も進めていきたいと考えてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 



 3－30 

○１番（長澤正秀君） 

  なかなか収穫あるもの、出来栄えを皆さ

んで相談、話合いとかできるので、会話も

増えていいかと思います。 

  このように、役所のほうが何か言うてく

るのを待っているのではなしに、こっちか

ら出向いていくような、そういう形の探し

方、落ちていないかというのを見つけてい

ただく方法が特に有効ではないかと思いま

した。これはいい案だと思います。 

  それとあと、今、苗とかになってくると、

割と年配の方が多分参加が多いのかなとい

うことで、若い世代、子育て世代の方では、

コロナ禍の中で新規だったら就職の内定取

消しとか、また仕事を辞めた、失ったとい

う生活困窮など、それと精神的なストレス

から引き籠もり、やる気がなくなってしま

うとなって、結局セルフネグレクトに陥っ

ていかないかという、それも懸念されると

ころです。 

  それで若い世代の状況は、そこまでは把

握しているのかどうか、どのように対応し

ていくか、方法があるのであればお聞かせ

ください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  議員おっしゃるとおりでございまして、

土いじりといいますか、そのあたりは比較

的収穫物を含めて、その年齢からいうと少

し高めの方々がおられると。それでこのコ

ロナ禍で就職先もないというような、その

若い層、若年層についてはなかなか把握す

ることはできないということで、そこは私

どもも苦慮していまして、どうしたらいい

のかというところでございますが、先ほど

も申し上げましたように、この４月から福

祉相談支援室というのを立ち上げまして、

ワンストップで相談を受けようということ

で、これをやはり先ほども申し上げました

自治会、民生委員、地区福祉委員、この

方々にまず支援室も認知いただくと。そこ

に連絡したらとにかく行政が動くというよ

うな体制を知っていただくということで、

その地域で何か起こっていることについて、

その方々の御協力を得て連絡いただいて、

行政が動くという地道な活動をしていくと

いうことで進めていきたいと考えてござい

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  地道な作業と、それと広報というのです

か、そういうのができればということで、

こういうのも町でもつくっていますよね。

それでこういうリーフレットのセルフネグ

レクト版というのですか、そういう形のも

また一度検討されてはどうかとは思います

けども、そういうのはこういう小冊子など

のリーフレットを、それでホームページで

すね、それで広報とか、そういうので何か

また今後展開は考えておられるか、お聞き

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  本日、御提案いただきましたので、行政

としても検討させていただけたらと思って

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  この問題はなかなか手を挙げてくれない

方が多いというので、こっちから探す探し

方もしつこいと嫌がられて、余計に離れて
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しまうというので大変難しいと思いますけ

ども、リーフレットやそういうのでももっ

と、文章がなくて絵だけのとか、簡単にぱ

っと見てああと分かるような感じのものの

ほうがいいかなと思うので、そういう形で

また検討いただければいいと思います。 

  そしたら次の質問に行かせていただきま

す。 

  シルバー人材センターについて、昨日も

秋元議員の質問があって、内容がかぶるか

とは思いますが、確認を兼ねてまた続けて

質問させていただきます。 

  昨日もそうですけども、シルバー人材セ

ンターを利用した人から、料金が高過ぎる

のではないかと言われることが多くなった

ということで、シルバー人材センターに依

頼すると、働いたシルバーの人に払う金額

のほかに、シルバー人材センターのほうへ

手数料が入る。それは手数料は必ずかかる

ので要るということですけども、それが事

務手数料が１５％、それと材料費として１

４％、合計で２９％です。約３割高になる

ということで、額が小さいと分かりにくい

というか、さほどではないかとは思います

けれども、額が大きくなるとその差がかな

り大きくなって、頼みはる方はちょっとつ

らくなってくるのではないかなと思います。 

  それで、この中の事務手数料というのは、

何を根拠に決めているのか。それとあとは

上限、最高はここまで上げますとか、そう

いうのはあるんでしょうか。そこに関して

お聞きします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  それではお答えさせていただきます。 

  事務手数料の件でございますけれども、

まずシルバー人材センターといたしまして

は企業や家庭、あるいは公共機関、団体な

どから高齢者にふさわしい仕事を引き受け、

シルバー人材センターの会員の皆さんに仕

事を提供するために、センターの事務経費

として就業先から会員への配分金のほかに、

そういった手数料を徴収されているという

ことでございます。 

  豊能町のシルバー人材センターにつきま

して、その事務手数料はどうかということ

でございますが、請負単発就業、これは剪

定とか草刈りの業務でございますが、これ

については平成２７年５月から、公共とか

企業から請け負います請負の事業について

は平成２８年４月から、それぞれ配分金額

の１５％とされているところでございます。 

  事務手数料につきましては、全国的に見

ましても８％から２０％と幅がございます。

それで府内におきましても８％から１５％

と、地域によってばらつきが見られるとこ

ろでございます。 

  事務手数料の割合というものにつきまし

て、特にその法令等で定められたものはご

ざいませんでして、シルバー人材センター

がそれぞれ地域で独自に決めておられるも

のでございまして、本町のシルバー人材セ

ンターにおきましても、事務費の徴収とし

て受注先より配分金額の１５％を徴収する

ということについては、シルバー人材セン

ターの中で決定をされまして、そういった

ものについては運営要領というところの中

に別に規定されているということでござい

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  一応、手数料については各自治体によっ

て違うということになっていることが分か

りましたけども、豊能町は仕事の数、量で

すか、それが多かったらその手数料が安く
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なるのか、それこそ数が少ないから手数料

が高いめになるのか、そういうのは関係し

てくるのでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  先ほどお聞きになったのは、上限がある

かということを別にお聞きいただいてたと

思うんですが、上限というのは特にござい

ません。 

  今の御質問と併せてお答えさせていただ

きますと、一律１５％を取られているとい

うことでございまして、請負の額の多寡に

かかわらず、そういったことになっておる

ということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  その次に、事務手数料と材料費というこ

とで、この材料費も何を根拠に決めている

のか、使い道は何なのか、どういう使い道

なのか。 

  それとあと、間違っていたらあれですけ

ども、一応、剪定の場合は何か処分地、処

分する場所の借り賃か何かそういうのが、

負担があると聞いたような気がしますけど

も、これはどこかに入ってたのかどうかと

いうのも、それも併せてちょっとお聞きし

たいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  材料費の件でございますけれども、材料

費は会員の皆さんが剪定、草刈り、あるい

はふすま、障子の貼り換え、そういった業

務に就業する際に、発注先からガソリン代

やオイル代、ふすま紙の費用など、消耗品

代として徴収されているものでございまし

て、平成２８年１０月から配分金額の１

４％を徴収されているということでござい

まして、当時は消費税の状況、あるいはガ

ソリン代の高騰などを踏まえてシルバー人

材センターの中で検討され、材料費として

１４％を徴収するということを決定された

ということでございます。 

  先ほど申し上げました事務費と同じよう

に、特にその何かで定められているという

ものではございませんでして、それについ

てはシルバー人材センターの中で意思決定

されているということでございます。 

  それで主な使途でございますけれども、

先ほど申し上げました材料費と、また剪定

とか草刈りの際に使用いたします車両関係

費ということで、車両のリース代ですとか

車検、保険代、そういったものを含めまし

て、材料費として徴収されているようでご

ざいます。 

  それでもう一つ別にお聞きいただいてい

る処分費でございますけれども、これにつ

きましても平成２８年１０月から配分金額

の１３％を目安として徴収されておるよう

でございまして、剪定された枝などのごみ

を処分場へ持参する際に、就業先から徴収

されているということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  そしたら剪定とか、そういう場合につい

ては１５％プラス１４％、プラス１３％と

いうことになるんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  議員おっしゃるとおり、事務費の１５％
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と材料費の１４％、処分費の１３％、これ

が最大、取られるという場合については、

そういう割合が発注されたところから徴収

されるということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  そしたらそう考えると、これは耳に入っ

てくる高いというのは、ほんまに高いんか

なという感じは受けます。 

  それとあと作業してくれはる方ですが、

そういう方についてもちょっと気になるこ

とがあって、個人の持っている草刈り機、

チェーンソーなど、それは補助金とかそう

いうのを使ってはいけないと変わったよう

に、これはセンター通信というのですか、

これに載っているのですけども、そうする

と材料費で消耗品になる刃とかガソリン、

これは草を刈ったら刃も傷む、そしてエン

ジンのチェーンソー、草刈り機というのは

ガソリンを必ず入れないと動かないという

形になります。それとあと、ふすまの貼り

換えとかいうのは、ふすまの材料費という

と貼り換える分です。それであとのりとへ

らとローラーが要るか要らんか、そんなと

ころかと思いますけれども、そうなってく

ると自己負担というんですか、自分の機材

を使って、潰れたときにどこからも補償が

受けられないと、そういうシステムになっ

ているのでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  実際に会員の方がお使いになられる、例

えば草刈りをされるときにお使いの草刈り

機とか、枝を切られるときのチェーンソー

とか、そういったものについては議員がお

っしゃっていただいているように、会員個

人で使用する道具類は個人で購入していく

のが原則ということで、これはセンター通

信によりますと、大阪府のシルバー人材セ

ンター協議会からそういった指導があった

と聞いております。なのでセンターのほう

で負担できるのは、その材料費として発注

者のほうから負担を求めているものについ

ては消耗品代がほとんどでございますが、

そういった費用はシルバーのほうが負担い

たしますけれども、それ以外の実際にその

就業する際に使用される道具類については、

個人で購入してそれを負担していくという

のが原則になっているということでござい

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  となると、ふすまの貼り換えの方はほん

まの材料だけで、自分の腕で作業して、そ

れで草刈りの方は自分の機材を持ち込んで、

それが経年劣化というのか使い過ぎで潰れ

たのか、その作業の何かのはずみで潰れた

のか、そういうので動かなくなった場合に、

自分で負担せなあかんとなれば、やっぱり

チェーンソー、草刈り機は３万、５万、高

いのになれば７万とかになってくると、働

きにいってお金を払っているような形にな

りますよね。そやからそういうのは考える

と、何か仕事にいってお金を払って帰って

くるんやったら、やめておこうかと、そう

いうようにならないかなと思うんです。そ

したらそれこそ会員の人数がどんどん減っ

てくるんやないかと、そのように思われま

すけれども、その点はどうでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  繰り返しになりますけども、業務に必要



 3－34 

な消耗品代、ガソリン代ですとかオイル代、

替刃、そういったものについてはセンター

で購入して就業先にその費用を請求すると

いうことが可能なんですけども、草刈り機、

チェーンソーなど、業務で使用する機械や

機材については会員で負担するということ

が原則になってくると、これも指導に基づ

いてそういう対応をされているということ

で聞いております。 

  ただ、今センターが既に所有している備

品については、継続して使用することはや

むを得ないというような対応で取り扱われ

ているようでございまして、今は特にその

会員が、例えば機材、機械を新たに買わな

いとあかんので、それをシルバーはどうし

てくれるんですかというようなことは、直

接この間のやり取りでは聞いておりません

ので、今のところは現状に即した対応をさ

れているのではないかと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  シルバーが持っている機材もそのうち潰

れるかもしれない。そしたら手持ちのを使

わざるを得ないとなってくる。そしたら最

終的には、草刈りを頼んでもシルバーは機

材を持ってませんよとなってしまわへんか

というのが逆に心配されますね。 

  それでそんなんで、さっきも言ったよう

に、今後そうなってくると会員さんの数が

減少する。その間、会員さんの人数が減少

と言えば、それこそ今回は自転車駐車場で

すか、それとおでかけくんの事業がちょっ

となくなった分と、ほかの方がやりはった

分があって、その分で人数的には２０人弱、

１０名以上は会員さんが減っているかなと

は思います。 

  その中でセンター通信のこの４４号です

が、これの中を見ると総会報告では会員人

数が１１１名と書いてあって、センター通

信の４６号には、現在の会員登録数は２０

０名と記載があるんですけれども、この会

員総数と会員登録数というのは違うんです

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  こちらで把握している会員数と申します

と、総会のときの資料によりますと１３０

人ぐらいおられるということで聞いており

ます。 

  それで議員がおっしゃっている、その２

００人がもしおるということになりますと、

恐らくこれは運営補助金の補助金額が変わ

ってくるような話になってこようかと思い

ますので、当然そういったことであれば、

恐らくセンターのほうから我々のほうに何

らかの話も出てくるのかなと思っておりま

す。 

  ただ会員数をどこでどの時点で把握する

のかということで申しますと、ただこれは

毎月出入りがあるようでございまして、私

もこれは会員の人数が一体何人なんだとい

うところで見ますと、令和元年の３月末で

いうと１１５人、令和２年３月末で申しま

すと１３０人、それでこれが４月になると

１０９人に減っているということでござい

ますので、やっぱり年度末のそういう出入

りもあったり、年度途中の毎月ごとの変動

があったりということがございますので、

数字については一定ばらつきがあるのかな

と思っておりますが、ただ２００人という

ところになると、ちょっとその数字という

のは、こちらとしては把握していない数字

ということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 



 3－35 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  この会員さんの人数によって、それこそ

１００名を切ると補助を受けられなくなっ

てしまうし、増えると増えるという形です

かね。そういうのですると、どこで基準を

見るのか、またそういうのは町はどれだけ

把握しているかというのをもうちょっと分

かるようにしてもらったほうがいいんかな

と思います。 

  それと後は次の分でいきますと、大シ協

から指導があったということなんですけど

も、聞いたのは何の指導がシルバーに入っ

たのかというのが、どういう指導を受けた

のか、注意なのか警告なのか、何があった

のか、そういうのをお聞かせ願えますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  この指導でございますが、先ほどの御質

問の中で、私のほうでお答えさせていただ

きました指導でございまして、会員が個人

で使用する道具類についてはセンターの経

費で購入してはいけないと、会員個人で使

用する道具類は個人で購入するのが原則で

あると。こういった指導が行われているん

でございます。 

  それでセンターのほうでも、こういった

指導があったということで、会員の皆さん

に周知もされておられるようでございまし

て、令和２年５月に行われました定時総会

でも議案の審議に合わせまして、そういっ

た取扱いについて会員に御説明され、理解

を得るように努めておられるということで

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  私がちょっと聞いたのは、指導があった

のは耳に挟んだことですけども、町のほう

に指導があったんじゃないかと。運営の件

に関しては大変厳しいから、もうちょっと

寄附か何かをあげなさいよと、大シ協から

町のほうに言ったというようなことをちょ

っと耳にしたように思うんですけども、そ

れは違って、さっきの剪定のこととか、そ

ういう話やったんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  私どもの聞いている範囲では、先ほどお

答えさせていただいたとおりでございまし

て、その補助金云々ということでは聞いて

おりません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  そしたら大シ協は、町のほうじゃなしに

シルバーのほうにということですね。それ

もそういう形で。 

  それと後にまた続きまして、センター通

信の４３号の中、理事会報告の中で、職員

の駐車場の補助割合というのが何か２台に

なってたみたいなんですけども、これは職

員さんの交通費とかそういうのが、割当て

があったらそれこそシルバーから駐車場代

とかそんなんは出すような形になってたん

でしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  お尋ねのそのセンター通信の４３号で、

確かにその理事会の協議内容が紹介されて

おりまして、その中で職員用駐車場のセン

ター補助割合ということについて協議が行
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われているのでございます。 

  それでシルバー人材センターの職員用の

駐車場につきましては、隣接しております

隣の町有地、吉川プールの跡地でございま

すが、その一部、３台分でございます。そ

れを町から貸し付けてもらった上、確保し

ているということでございます。 

  その際、貸付料として町に支払う費用の

うち、その半分をセンターが職員の福利厚

生費として負担し、残りの半分をその職員

が負担しているということでございます。 

  それで職員のその駐車場の確保、あるい

はその費用の負担ということについては、

それぞれ法人のお考えがあるかと思います。

それでシルバー人材センターはシルバー人

材センターとして、そうしたお考えに基づ

いて対応されているのではないかと思って

おります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  まだ何か、そこによって違うとくくられ

ると、そうですかしかないかもしれないけ

ど、細かいこと、また気になることがあっ

たら、またちょっとあれやったら同じ委員

会なので、委員会のほうでちょっと話をじ

っくりと聞かせてもらってもいいんで、ま

たそれはそれでさせてもらいますんで。 

  次の質問に、時間がちょっとなくなって

きたものですみません。 

  次は、初谷川周辺の駐車対策のことです。

今年の夏、爆発的な人気というのか、すご

い車が集まってきて、えらいことが起こっ

てしまったということで、保育所から初谷

川に向かっての、川遊びに来た人たちの路

上駐車で地域に大きな迷惑をかけたと。 

  その対応、対策を６月の会議で質問させ

ていただきましたが、その後、地域自治会

とはどのような話になったかお聞かせくだ

さい。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  初谷川周辺の駐車場問題でございますが、

これにつきましては９月議会でも議員のほ

うから御質問がございました。 

  その際には、我々吉川自治会、あるいは

観光協会と一緒に対応を協議していくとい

う話をさせていただきました。 

  それ以後、我々といたしましても来年度

以降、そうした今年度のような事態が起こ

ることのないようにということでございま

して、これまで２回協議を行ってきたとこ

ろでございます。 

  それで協議の経過について御説明を差し

上げますと、第１回目の協議は９月に行い

まして、その際には今年の夏の状況を踏ま

えまして、吉川自治会の皆さんから初谷川

の在り方についてお考えをお聞かせいただ

きまして、意見交換をさせていただいたと

いうことでございます。 

  ただ差し当たり来年度の対応をどうする

のかといったことが喫緊の課題でございま

したから、現地の状況を踏まえ、町として

対応できることをお示ししながら、改めて

地域として、吉川自治会として初谷川とど

う関わっていくのかということで、改めて

お考えを整理いただくということになりま

した。 

  その後、自治会として周辺の地域の皆さ

んからいろんな御意見をお聞きになり、考

えを整理され、そういったものにつきまし

て第２回目の協議の場で皆さんからいろん

な御意見をお伺いして、自治会としての考

えを報告いただいたというところでござい

ます。 

  それで今後はそういった自治会の皆さん
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から頂いた内容について、町として検討さ

せていただき、また改めて年内に協議の場

を設けさせていただくと、こういった予定

にしております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  協議されて、２回したということで、そ

れで吉川地区自治会のほうからも要望、提

案とか、そういう具体的なものをちょっと

分かればお聞かせ願えますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  近隣の皆さんの御意見を踏まえまして、

自治会として初谷川の活用についてどうし

ていくのかということで、検討された内容

について簡単に御説明いたしますと、今年

の夏は特に初谷川の河川敷まで車を乗り入

れて、キャンプとかバーベキューを楽しも

うとされる方が多く、周辺の混乱を招いた

というところもございまして、地域として

はキャンプとかバーベキューなどの多目的

なレジャー施設として初谷川を活用してい

くのではなくて、純粋に初谷の自然を楽し

むようなレジャーを促進するという考えを

基に、いろいろな考えを整理いただいたと

ころでございます。 

  それで自治会のほうから具体的には、町

や観光協会のホームページ等で初谷川への

車での来場の禁止を呼びかけてほしい。そ

れで能勢電を積極的に利用することで、大

型のレジャー用品を持ち込まないで、自然

にハイキングなどでレジャーを楽しんでも

らえるのではないかということで、やはり

その初谷の自然、植物や野鳥などを生かし

ながら初谷川を楽しんでもらいたいという

思いを持っておられるというところでござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  能勢電を使ってもらって来てもらったら、

それこそ乗ってもらう人も増えれば、それ

こそ廃線や減線の心配もなくなっていいか

なとは思いますけども、これも今年の夏の

ごみがすごかったりとか、トイレの問題が

あったりとかいうのがあって、それこそ地

域自治会に関しても、ごみの掃除を老人会

の方々が集まってしてくれはったみたいで、

皆さんお年になってくるから、いつまでも

そんな掃除はできへんでと、しんどなって

できへんようになっていくであろうという

ことで、それでトイレもあれば便利でいい

けども、トイレの掃除は誰がするねんとな

ってきたときには、誰に任そうかと、そう

いう形になって、そういう考えで自然を楽

しんで、ほんまの自然を楽しんでもらうと

いう意見が出ているのかとは思います。 

  その中で、町長の考えでいくと、豊能町

にあるものを生かして、人がぎょうさん集

まればいいというのがあって、そうなると

町長のイメージですれば、バーベキューか

何か、みんなが賑やかでというのも一つの

考えとしてあったのかなと。 

  それでまたそうなればトイレ、これが要

るんやったら町が負担しようかと。そこま

で腹をくくってくれていただいてたのかな

とは思いますけれども、そのあたりの意見

は聞かせてもらえますか、町長。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  腹をくくってたのかというのは、まずや

っぱり地域としての資産、それを担ってい
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ただく地域の方々の自治会、それからやは

りその自治会の方々の御意見はお聞きした

というところです。 

  それで本来はやっぱりそういうところは

地域とともにあるというか、共生というと

ころが一番必要です。 

  それで自治会の方々が望むこと、それか

らいわゆるそれをさらに発展するために担

っていただく、それ以外の団体の方もおら

れるでしょうし、今後も出てくると思いま

す。 

  ですからそういう方々と今後の方向とい

うのは詰めていかないといけないと思いま

すので、まだそういう結論は出ておりませ

んけれども、そういう形でやっぱり地域の

資産を含めて盛り上げる、そういうような

マッチングをしていきたいなというように

思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  自然が豊かというのを売りにしている豊

能町ですから、自然を純粋に楽しんでいた

だくのも１つだし、賑やかなのも１つだと

思います。そこは十分、今後も検討いただ

ければいいと思いますので、今後とも検討

のほうをよろしくお願いします。 

  これで私の質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、長澤正秀議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は、

１３時１０分といたします。 

（午後０時２０分 休憩） 

（午後１時１０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  こんにちは。議長より御指名いただきま

したので、高尾靖子、一般質問をさせてい

ただきます。 

  お昼からでございますが、昼食の後でご

ざいますので、皆さんこれからちょっと眠

たくなるような時間帯でございますけれど

も、ぜひとも目を光らせて、どうかいい御

答弁をしていただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

  通告順に質問させていただきます。たく

さんの項目で質問しておりますけれども、

一点一点がお答えいただけるようでしたら、

丁寧に御答弁いただけたらと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  教育問題について、小中一貫教育に関す

る様々な問題などを取り上げて質問してお

りますので、その１点目でございますが、

１０月会議の小中一貫校施設整備事業の説

明資料、未定稿でございましたが、では詳

細が示されておらず、補正予算は可決され

ました。 

  学校が持つ多様な機能に留意し、学校教

育の直接の受益者である児童生徒の保護者

や、将来の受益者である就学前の子どもの

保育、保護者の声を重視しつつ、地域住民

の十分な理解と協力を得るなど、地域とと

もにある学校づくりの視点を踏まえた丁寧

な説明が求められます。 

  豊能の風では、小中一貫校見学で感銘を

受けた印象的な言葉が記載されています。

視察の成果を生かせる学校づくりが求めら

れますが、この点についてはどうお考えな

のか御答弁ください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 
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  こんにちは。高尾議員さんの御質問に私

のほうで御答弁させていただきます。 

  その前に、豊能町が目指しております小

中一貫校につきましては、これにつきまし

ては総合教育会議で確認いたしましたよう

に、義務教育学校を目指しております。そ

ういうことで御答弁していきたいというよ

うに思いますので、そのあたりのことをど

うかよろしくお願いいたします。 

  東・西地区の小中一貫校の整備につきま

しては、都市計画課を中心に、現在基本設

計に取り組んでいるところでございます。 

  現行の施設をできる限り有効活用するこ

となどを基本に、学校を何度も訪問し、普

通教室や支援教室、特別教室の配置などに

ついて、管理職の先生等と調整しながら検

討を進めております。また小中一貫教育に

必要なスペースなど、先進地視察の際に頂

いた教育委員や保護者の皆さんの意見など

も考慮しながら調整を進めております。 

  なお、説明会でいただいた意見等も参考

にさせていただいております。基本は新し

い学校が子どもたちにとってよりより教育

環境となることを目指しております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  私は教育、豊能町の小中一貫教育という

ことについては、根本的には賛成ではない

んですけれども、２小２中というところで

の、この考え方はいいと思っています。地

域の方々、学校を中心に築かれてきた文化

や伝統、サークルとか、こういうことが物

すごくいいわけでございまして、一旦切れ

れば取り戻すことはできない、こういうこ

とでの２小２中というところで、学校を守

っていくということを進めていきたいと思

っているんですが、小・中では文化が異な

るので、校舎は別にしたほうがいいのじゃ

ないかと考えておりますが、この点はいか

がですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  ９年間をつなぐ小中一貫校の校舎建築に

つきましては、１０年余りの間に全国で３

００校余りが新築、または増改築などをさ

れ、文部科学省からも子どもたちの９年間

の学びを支える施設環境の充実についての

事例集が出され、町長と教育委員の意見交

換会でも検討、研修資料としたところでご

ざいます。 

  その中で、職員室を１つにし、常に子ど

もたちの情報を共有することや、子どもた

ちの交流スペースの確保等、先進的な取組

を参考に意見交換もしてまいりました。 

  とりわけ９年生の義務教育学校とするこ

とから、小学校、中学校舎という考えでは

なく、前期４年の教室は下の階に、中期３

年、後期２年については上の階に配置する

などを基本に、学校とも調整を進めておる

ところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  建設に当たっては、子どもたちの本当に

スムーズな教育ができるように配慮される

と思います。 

  しかし、今９年生ということでの検証も、

東京のほうで先進的に進められてきたとこ

ろでの検証が出てきている中で、小学校６

年生が今まで年長で、自分たちが小学以下

の生徒を５年生、低学年を引っ張ってきた、

そういう誇りがあるんだけれども、それが

９年制というところでは低下してきている

ということが出てきております。 

  それでこれはアンケートを取られた結果
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で、それは１校のことでございますけれど

も、確かに学力の低下が見られたと。中学

生が面倒を見ていくような、そういう格好

になるというようなことでの問題点も指摘

されておりました。 

  そういう下での、今おっしゃった件では、

配慮されていることについては問題はない

と思いますけれども、９年間の一貫教育と

いうところでの問題点が、やはり私は懸念

しております。 

  そこで学校のことですけれども、西地区

は体育館、プールは１つということになっ

ているようですが、その点もお聞きしたい

んですが、小学校用運動場は基準を満たせ

るのかどうか、閉塞感はどうなのか。 

  これまで各小学校は広い運動場で、思い

切り活動してきたという、満喫してきたと

いうことがあると思うんですけれども、そ

ういう点での小学生の心理的なところでは

問題がないのかどうか。そういうところで

の広さの問題です、お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  質問の冒頭にございました、９年間をど

うつなぐかということにつきましては、こ

の１０年間、全国でいろんな取組がなされ、

その調査等から４・３・２制、これを採ら

れておるところが９０％を超えておるとい

うことでございます。 

  あとは５・４制、４・５制などが数％ず

つあるというような内容で、本町につきま

しては４・３・２制、これを採ることを考

えております。 

  それからリーダーシップの件につきまし

ては、この９年間、前期４年、中期３年、

後期２年ということでございますので、４

年、７年、９年というところにリーダーシ

ップを取るというところで、３つの学年に

そういうことが考えられるということでご

ざいます。 

  もちろん６年生の取扱いにつきましても、

これは教育課程を編制する中で、行事等の

中で、どうリーダーシップを発揮するかと

いうようなことにつきましても、今検討し

ておるところでございます。 

  御質問のありました西地区の体育の授業

に使いますのは、現行の体育館に加え新設

する多目的室、前期用体育の授業に、また

柔道等に活用する予定でございます。 

  運動場は、現在ある運動場に加えまして、

これはメイングラウンドでございますが、

教職員駐車場とテニスコート、前期用のサ

ブグラウンド、前期用ですから１年生から

４年生まで使うサブグラウンドとして使う

予定で、広さも体育の時間割編制にも支障

がないものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今、運動場は１年生から４年生が限定で

使うという、そういう方向なんですね、確

認だけします。 

○教育長（森田雅彦君） 

  はい。 

○１０番（高尾靖子君） 

  分かりました。そういうことでお聞きし

ておきます。 

  それで東地域は運動場、体育館、プール

は１つで、図書館、保健室を含め拡充する

ことにはどういうお考えなのか、そのまま

今の東能勢中学校を現状維持で使うという

ことになるんですか、それぞれの特別教室

については、その辺をお伺いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 
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  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  東地区の体育の授業等に使いますのは、

現行の体育館に加え多目的室での前期の運

動遊び、それから後期の柔道を予定してお

ります。 

  運動場は１つですが、全学年単式学級な

ので、時間割編制等に支障がないと計算し

ております。プールにつきましても同様で

ございます。 

  図書館につきましては、小学校からの蔵

書が入ることから書架の増設、保管庫の設

置を検討しております。また読み聞かせや

調べ学習のスペースについても検討いたし

ております。保健室につきましては、仕切

りをするなどして一体的に活用する予定で

ございます。 

  各施設や教室の活用につきましては、教

科や各学年の授業時数の調整など、利用方

法を工夫することによりまして、９年間を

つなぐ教育活動を展開できると考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  保健室は仕切りをするとおっしゃってい

るんですけれども、保健の先生は１人で、

それで中学生も小学生もそこへ、仕切りを

した中に入ると、そういうことですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  例えば健康診断等がございますときに、

男子と女子をきちんと仕切りで分けて、そ

れで両方のスペースで進めていくというよ

うなことになるというように考えておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ここであまり話を長引かせるのはあれで

すけど、思春期と小学生という格好での、

いろいろな身体的な事情や精神的な事情が

ありますので、そこは十分に教室を確保す

るように、私は要望しておきたいと思いま

す。 

  次に行きます。雨天の場合ですが、同じ

時間帯に小・中が体育館を使わざるを得な

いような状況があると思うんです。授業の

工夫もあると思いますけれども、学校視察

では小・中学校それぞれが放課後にクラブ

活動をできるよう、体育館を整備している。

学校の校舎内の小体育館のような形でつく

られている学校もあったと思います。高槻

などがそうでしたけども、そういうことで

の工夫はどうなのか、お考えをお聞きしま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えいたします。 

  体育の授業、活動に対しましては、再編

後の時間割のシミュレーションを既にして

おりまして、各学年が重ならない編制が可

能となっております。 

  雨天の場合につきましては、授業内容の

工夫や多目的室の活用により、体育の授業、

活動が実施できるよう考えていきます。ま

た放課後のクラブ活動についても、同様の

対応をしていきたいと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  小学生、中学生、体力づくり、またいろ

んな経験をしていくということが本当に適
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切な教育だと思いますので、その点、遜色

がないように、ぜひきちんとクラブ活動が

ある以上は、そこで活躍ができるような体

制をぜひつくるように持っていっていただ

きたいと思います。これは要望であります

が。 

  それで次にですけれども、プールについ

ては小・中学生が同時に利用の場合、これ

も小学生は底板で対応すると言っておられ

ましたが、底板は可動式か固定式かで教職

員の負担が大きくなると思うんですけれど

も、その点についてはどのようにお考えな

のかお聞かせください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  プールの底板の設置の件ですけども、プ

ールについては小・中学生が共同使用しま

すので、底板は可動式を検討しております。 

  教職員の負担ということですけども、負

担を軽減できるよう、授業のない教職員の

協力を得ることや、底板を置く場所の検討

など、教育職員の連携で対応を検討してお

ります。 

  また学校運営協議会もできますので、そ

ちらの協力も要請をまたしていくことも考

えておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  私はまだ可動式がどういうものなのかは

見ておりませんけれど、やはり水の中での

動作になりますよね。そうするとやはり重

いんじゃないかなと思うんですけど、それ

は機械で電動で動かせるとか、そうじゃな

くて先生がどこかに押してやるというよう

なことになるのでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  底板ですけれども、シートスなどにもご

ざいます。深いプールを浅くするというこ

とで、沈めまして浅くすると。それで当然

深いところ、浅いところができますので、

その辺は安全対策で柵をして、子どものけ

がと事故がないようにしたいと考えており

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今までそういう可動式のところを見てこ

られて、そういう動作する、移動するに当

たって、小学生がその柵ですか、ぶつかっ

たりしてけがをするとか、そういうことは

一切考えられないということになるのかど

うか、その辺のちょっと危険性とか安全性

とかいうのは分かりますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  今、八木部長が御答弁しましたように、

シートスでもこの可動式のものを使ってお

りますし、私もこれまで水泳指導をすると

きに、その可動式のものを使われていると

ころを見てまいりました。 

  沈めますと、そのところにコースロープ

を張って、深いところには行けないような

形を、安全性を確保しておる、そういうよ

うな工夫をしながら指導しておるというこ

とでございます。 

  そんな安全対策につきましては、それだ

けではなしに、水泳指導につきましては命

に関わることでございますので、指導体制

等を、また安全体制等を十分に、これは配

慮しながら指導いただくようにしたいとい
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うように思っておりますし、また今検討し

ておりますのは、シートスのほうと連携し

ながら、指導員等の派遣というんですか、

指導に当たっていただく。そういうことも

やっていただけないかなというようなこと

も検討中でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これは十分にけがのないように、また先

生方も、そうした子どもたちが夏に毎日の

ように使うプールになってくると思うんで

すけれども、その点の先生の研修とか安全

性についてしっかりと研修していただける

ような体制を取るということが大事だと思

うんですけれども、その点は強く要望して

おきたいと思います。 

  次に図書室ですけれども、小・中学校は

別々に設置すべきと思っております。 

  先ほどはそういう別々とはおっしゃって

いなくて、同じ部屋になるような、そうい

う説明だったと思いますが、その点につい

てはいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  図書室についてでございますけども、図

書室につきましては児童生徒の見やすさや

利用のしやすさを考え、対象学年ごとの配

架を工夫するなど、学校図書司書の意見を

取り入れ１室での対応を検討していきます。 

  また１つの図書室にすることにより、１

学年から９学年の交流も期待でき、子ども

たちの育ちを考えた場合、教育的にもふさ

わしいと考えておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これからいろいろと配慮されていくと思

いますけれども、専門的な見地で図書司書

の方たちも研究されていると思いますけれ

ども、そういう小学生から中学生の指導に

当たって、読書の薦めをいろいろされると

思うんですけれども、図書司書はそれで

小・中と一人ずつということの配置になる

んですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  この教室等の配置につきましては、全体

的に言えることなんですけども、特に東地

区については小学校、中学校の管理職、教

頭、校長さん、それと義務教育課が週に１

回、もしくは２週間に１回、話をずっとし

ておるところでございます。 

  それでこの司書の配置につきましては、

学校が義務教育学校１校になった場合には

１人になるかと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今、小・中で何百人に１人、２人、そう

いう配置基準があるのかどうかについても、

あると思うんですけれども、その点はきち

っとした配置を守っていただきたいと思い

ます。これも要望でしかありませんが。 

  それと次に行きます。給食は自校方式と

説明がありました。東地区に給食を運ぶこ

とは、事実上センター方式ではないかと考

えるわけですけれども、これまで地産地消

の素材で栄養士のお話や、食育としての大

事な教育が位置づけられてきたと思うんで

す。それで西と東での格差がないというこ

とが一番大事なことであって、新たに東に

住みたいと考える世代に、対応できるまち

づくりの一環として考えるべきではないか
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と思います。 

  また災害時の対応策にもなるので、東に

も給食の自校方式をつくるべきではないか

と考えますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えします。 

  東のほうにも給食室をというお話だった

と思うんですけども、今回、東西合わせて

の施設整備費、義務教育学校への整備費が、

一応大体３５億円というめどでしてきまし

た。それでその中で整備計画を見直してき

たところでございます。 

  見直しの中では、当初は東地区で給食調

理施設の設置も検討しましたが、西地区で

一括調理をし、東地区に運ぶ親子方式が、

配送時間もそれほど長くなく、温かい給食

も提供でき、施設整備やその後の調理コス

トも縮減でき、財政負担が少なくて済むた

め、その方式を選択したものでございます。

東地区は自校方式ではありませんが、自校

方式と同様の質の給食を提供できると考え

ております。 

  また災害時の対応についてなんですけど

も、給食調理施設は万全な衛生管理の下で

子どもへの給食を提供しております。災害

時に使用する場合もあるかと思いますけれ

ども、衛生面の問題等がありますので、実

際、公民館の利用など別の方法も考える必

要があるのではないかと考えておるところ

でございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  公民館は住民さんが避難場所としてお使

いになることがほぼ多いと思うんですけど

も、学校については学校に滞在している間

は学校がやはり起点になると思いますし、

そこは住民の方も入れるということで、避

難場所になっているわけですけれども、そ

ういうときにやはり今、コロナ禍でいろい

ろ食事ができない、困難の方もおられると

か、いろいろ聞きますけれども、そういう

ところでのいろいろなところで対応できる

１つの場所として、やはり給食の質を西も

東も同様に設置することを本当に教育の公

平性といいますか、その辺でのところは考

慮していかなければならないと思います。 

  これも要望ですけど、それは国に対して

は認められないものなのか、その辺をちょ

っとお聞きいたしたいです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  給食室の設置ですけども、実際、初めの

計画ではこちらにもつくる予定で、約9,０

００万円ぐらいの予算を上げておったと思

います。 

  それで国に認められないということなん

ですけども、当然両校に設置するのは可能

ではございますが、予算の財政的な面で、

それとまたランニングコストで調理員さん

の面とを考えまして、西でつくって運ぶと

いうことに今決定しておるわけでございま

す。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ぜひ国・府にこういう補助金、国庫補助

が出るということを確認されて、やはり公

平な立場で子どもたちにも食育ということ

をずっと教育の中に入れられているわけで

すから、この辺についてもやはり中身の濃
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いものにしていくということが大事だと思

いますので、これはちょっと要求していっ

ていただきたいと思います。これはあくま

で要望ですけれども、出ることがもし可能

ならば、ぜひ要望していってください。 

  次に行きます。多目的に活用できるラン

チルームというのは、西も東もつくられる

わけですね。それでそのランチルームを有

効活用できるような、多目的に使えるもの

にしていくということは可能なのかどうか、

その点をお聞きします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  単独のランチルームの設置につきまして

は、東地区なんですけども学校と調整の上、

調理教室と他の教室を活用して、給食の際

に異学年が交流できる取組を考えておると

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  西はランチルーム専用になるんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  西部につきましては、ランチルームの設

置を考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ランチルームもランチのときしか使わな

いということが普通ですよね、そうじゃな

いですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  西区のランチルームについての御質問で

ございますけれども、これはどこの学校に

行きましても、ランチルームというと本当

に使う時間が限られてますので、例えば研

修会ですとか講習会ですとか、そういうよ

うな場所として多目的に使っているという

のが実情でございます。またそのように使

いたいというように、学校のほうの要望も

ございます。 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ぜひそのように皆さんの要望も聞きなが

ら、いいランチルームにしていっていただ

きたいと思うわけです。 

  次に、充実した情報機器設置のスペース

などの確保はされているのかどうか確認し

たいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  情報機器なんですけども、これにつきま

しては東西それぞれ一貫校の施設整備に際

して、現在と同様に情報教室の機能を持っ

たスペースを確保していきたいと考えてお

ります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  このコロナ禍で様々な団体が、特に今回

は全国知事会、市長会、町村長会、学校校

長会、各団体、また支援学校などからも２

０人程度の少人数学級を求める意見書がず

っと出されてきております。 

  それでこの２０人程度の少人数学級を確

保する教室をぜひやっぱりつくっていくべ

きではないでしょうかということを求める
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わけですけれども、コロナ禍の下でのこう

いう計画はあるのかどうかお伺いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  少人数学級のことのお尋ねでございます

が、議員から今お話のありましたように、

いろんな諸団体からの要請ですとか、コロ

ナ禍でのこれまでの学校等の対応から、文

部科学省におきましては３０人規模学級の

検討がなされ、来年度予算編成において、

財務省との折衝がされているとの報道がな

されておるところでございます。 

  ただその中で、少人数学級編制に伴う教

員の確保や、大規模校になどにおける教室

数の確保などの課題があり、実現しても年

度進行になることが想定されております。 

  本町におきましては、令和３年度、４小

学校におきまして全学年、単式学級となり、

３０人を超える学級は２４学級中の４学級

のみと想定しております。 

  令和８年４月、西区の再編統合時、９学

年とも２学級編制となりますが、このまま

推移いたしますと、再編後数年で単式学級

の学年が出現する、そのようなことも想定

されるところでございます。たとえ３０人

学級編制になりましても、教室が不足する

ことはないと予測しておるところでござい

ます。 

  それから先ほど要望、要求というお話が

ございました。これは東、西区の給食の在

り方についての御質問でございますけれど

も、これにつきましては種々検討いたしま

した。 

  やはり子どもたちにとって自校給食とい

うのは基本でございますが、周辺の町の状

況も調べますと、センター方式を取り入れ

ている、またその給食の内容等につきまし

ては、自校でつくったものと遜色がないと

いうようなこともお聞きいたしておるとこ

ろでございます。 

  そういうことを基にしまして、当初は東

区でも給食室を用意してということでござ

いましたが、吉川中学校のほうに約８００

食余りをつくりまして、それで東区に搬送

すると。 

  ただし搬送するだけではなしに、その食

缶ですとか食器ですとか、その辺のいろん

な技術が向上しているというようなことも

お聞きしております。 

  それで東区で例えば配膳に関する調理人、

そういうようなことももちろん手当てをし

ていかなくてはならない、そういうような

ことも話し合っておるところでございます

ので、もちろんつくりましたら国の補助金

が出るのは十分に分かっておりますけれど

も、そういう対応を今のところは検討して

おるというような内容ですので、併せて御

答弁申し上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  私は給食室は別々に、ぜひ強く要望して

おきたいと思います。 

  次に行きます。学校と家庭を結ぶオンラ

イン環境の整備のことなんですが、子ども

の健康や教育格差をつくらないように条件

整備が求められるわけですけれども、先日、

ＧＩＧＡスクールの整備はこれから家庭内

の、完了していくというようなお話もあり

ましたが、再度ちょっとお聞きします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  学校と家庭を結ぶオンライン授業ですけ

れども、文部科学省からの通達によりまし
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て、ＧＩＧＡスクール構想による教育のオ

ンライン化が進められております。 

  オンライン環境の整備につきましては、

現時点で情報通信機器を整備されている家

庭は結構多いと伺っておりますが、まだ情

報通信機器を保有していない家庭も当然あ

ると認識しております。 

  国や大阪府教育長からも指示もございま

して、整備ができていない家庭につきまし

ては国の補助金を整備して活用し、整備す

るようということですので、今後そのよう

に進めていきたいと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これは漏れなく、やはり教育の公平性と

いうか、皆さんに格差のないように配慮し

ていっていただきたいと思います。 

  次に行きます。新光風台からのバス通学

の要望が説明会の中で求められておりまし

たが、学校運営協議会に諮られるというこ

とでいいのかどうか、その点についてお伺

いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  これまでの説明会におきまして、新光風

台の一番奥から再編する吉川中学校まで通

学を予定されております保護者の方から、

通学につきまして検討いただきたいとの要

望が出され、検討する旨の回答を事務局で

いたしておるところでございます。 

  これまで光風台の一番遠いとされている

地点からは約3.８キロメートルで、大人の

足で歩きまして約３０分余り、小学校低学

年であれば５０分余りかかると思います。 

  文部科学省の小学校においての徒歩通学

距離は４キロを目安としております。これ

を超える場合は公共交通機関を使用した場

合、国からの補助金が出ることになってお

ります。 

  東地区にも４キロを超える通学距離、徒

歩で通学している児童もあることから、ど

のように考えるか、東、西それぞれの学校

運営協議会、準備会のほうで地域の皆さん

の御意見もお聞きしながら、もちろん事務

局のほうでも検討しながら検討を進めてま

いりたいというように考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  東西でそういうことを考えていただいて

いるということは大変結構だと思いますし、

充実した、子どもたちが安全な通学もでき

るということになります。 

  それは必要に応じて乗車するということ

になるのかどうか、その辺は有料になるの

かもいろいろあると思うんですけど、その

ほうはどのような方向になるんでしょうか、

バスの。分かりましたら御報告いただきた

いと思います。 

  次に、西地域の第１駐車場を吉中のテニ

スコートの設置とするという計画がありま

すが、雨の日は水量が多い遊水池ですが、

東ときわ台方面の雨水も入り、工法として

安全に下流に流せるのかということなんで

すけれども、この東ときわ台の遊水池は大

阪府の用途変更とか、そういうことは全く

必要がなく切替えができるというものなの

かどうか、その点について確認したいと思

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  お尋ねの第１総合駐車場の下にあります

調整池は、都市建設部のほうで管理してお
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りますので、私のほうからお答えさせてい

ただきますが、あの調整池はおっしゃって

いただいておりますとおり、東ときわ台を

開発したときに設置されたものでございま

す。 

  それで調整池というのは、宅地などの造

成の前後におきまして、下流域への雨水の

流出量に大きな変化がないようにというこ

とで調整するために設置されたものでござ

います。 

  それでこの調整池には東ときわ台３丁目

と４丁目、それと２丁目、５丁目、７丁目

の一部の雨水が流れ込んでおりまして、調

整池を出た水は水路を通りまして、光風台

６丁目の国道沿いにございます調整池に再

度流入して、行政区域外に放流されている

ところでございます。 

  それで計画降水量から算出いたしました

水量を基に、調整池の下流水路並びに光風

台６丁目の調整池の容量等を確認させてい

ただきましたところ、第１総合駐車場にあ

ります調整池を廃止いたしましたとしても、

問題なく雨水を処理できるという判断をし

たものでございます。特に手続等はないも

のと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  それではこれは豊能町の判断でできると

いうことでよろしいのでしょうか、確認し

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  そういうことで結構かと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  では次の項目に行きます。 

  くらし・福祉・まちづくりについてでご

ざいますが、６５歳以上の介護保険は３年

を１期として計画される介護保険事業で、

７期目の今は２年目に入っておりますが、

決算では黒字でございます。 

  給付準備基金は合計５億4,０００万円も

これまで積み立てられております。令和３

年の第８期に向けては、基金は６億円以上

とも言われております。 

  介護保険は利用者が増えるのに伴って保

険料が上がってきたわけですけれども、し

かし本町は介護保険を使わないお元気な高

齢者が多いので、介護保険は黒字がずっと

続いております。住民に還元されることな

く基金は増え続けています。 

  介護保険は年金から確実に引き落とされ、

利用料は当初の１割負担から２割、３割負

担に上げられるなど、弱い者いじめが続け

られているわけです。余剰金は８期への値

上げを抑制する、そういうことでのお考え

をお聞きします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  議員おっしゃいましたように、この令和

２年度末で約６億4,０００万円という介護

給付費の準備基金が見込まれます。 

  これは今までも申し上げてますように、

特に２０２５年問題を抱えております豊能

町第９期、第１０期で介護保険料がさらに

上昇していくというところに、激変緩和で

何とかしのいでいきたいという思いがござ

いまして、基金をためているところでござ

いますが、今議員の御質問の第８期の保険

料に激変緩和として基金を活用できないか

ということでございますが、今ちょうど来
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年の４月からの第８期に向けて、保険料に

ついても算定の計算をしているところでご

ざいますが、保険料と給付のバランス、人

口構成、さらには世代間の負担の標準化、

改善、これも考慮しながら、今ある基金、

これの活用についても検討してまいりたい

と考えてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  よく練られた御回答だと思うんですけれ

ども、これは介護保険の審議会でもこのこ

とが上げられておりました。どのようにや

っぱり使っていくかということは、住民皆

さんが負担してきた額ですから、何十年前

になるか、国保の場合は５年間使わなかっ

たら粗品が出されてた時代がありました。 

  これだったらこうできるんじゃないかな

と思うんですけど、今の時代に合わないの

かも分かりませんが、そういうもんですよ、

これは。これだけため込まれている保険料

をやはりよく頑張っていただいているとい

うことで、できるような基金の積立てと思

います。 

  それができないのなら、ぜひこの８期は

抑制し、上げないというところをやはり目

指してほしいと思うんですが、再度お聞き

いたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  上げないでいけるのではないかというよ

うな御質問だと思いますけれども、そこの

ところはまだ今は計算の途中でございます

ので、先ほども申し上げましたように、７

期についてはその基金を適用するというこ

とはしませんでしたけれども、８期につい

ては適用することも検討してまいりたいと

考えてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ぜひお願いいたします。 

  私どもは府や国へ制度改悪については反

対を上げていきたいと思っております。 

  次はちょっと飛ばします。コロナ診療相

談の体制についての整備、これをお聞きし

たいと思います。 

  １１月２４日からかかりつけ医に相談す

るなど、体制の整備が予定として把握され

ているのかどうか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  １１月２４日から、かかりつけ医による

相談体制と、これも進めていくと大阪府が

いってございますが、それについては把握

してございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ９月議会にも質問いたしましたけれども、

国保診療所で発熱外来の設置、ＰＣＲ検査

などの整備をするということは可能だと思

うんですけれども対応が、今ＰＣＲ検査を

したいという年齢の方たちがたくさんおら

れるわけです。このたび１２月５日には新

型コロナ感染の方が２１名になったという

ことで、徐々にじわじわと増えてきている

ということでの高齢者の心配が聞かれてお

ります。 

  この点について医療機関などへの検査体

制、これをできるようにしていくのか、そ
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れとも診療所でそういう体制をつくってい

くということができるのか、その点をちょ

っと検査体制の確認をしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  ただ単に、自分は元気やのにＰＣＲ検査

をしてほしいというようなことにはお応え

ができませんけれども、自分に発熱があっ

てひょっとして陽性になっているんじゃな

いかというようなことにつきましては、行

政検査といいますが、大阪府の診療、それ

から検査医療機関ということで、まず診療

所におきましては予算を認めていただきま

して、発熱外来の準備もできてございます。

あと大阪府のほうで指定を受けるという段

階になってございまして、現場といたしま

しては既に準備は整ってございまして、い

つでも運営を開始できる段階となっている

ところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、高尾靖子議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は、２時１０分といたします。 

（午後２時００分 休憩） 

（午後２時１０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、川上勲議員を指名いたします。 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  こんにちは。最後の一般質問でございま

すので、答弁のほどよろしくお願いいたし

ます。 

  さきの９月会議で私は２小２中に賛成い

たしました結果、１０月にハイエナから犬

や猫どころかウサギになってしもて、何も

言えなくなりましたので、今議会をせめて

犬か猫かに変わりたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  昨年１２月に中国の武漢市に発症いたし

ました新型コロナウイルスの感染症は、世

界中にあっという間に広がりました。現在、

第２波を越えて第３波と言われておりまし

て、猛威を振るっております。 

  このまま続くと形を変えたウイルスが何

回かはやり、１０年後、あるいは２０年後、

あるいは５０年後には、この地球上には動

物と言われるものは全部消滅して、残りは

植物類と細菌類、そして人間がつくったＡ

ＩというのかＩＥというのかロボット類で

すね、それだけが残る地球上になってしま

うと私は考えております。 

  このコロナウイルスに対しまして町長は

どういう具合に思われておるか、御回答を

よろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  いつも川上議員の御質問が非常にお答え

にくいというか、どう思われているかとは

物すごく広いところです。 

  今回も第２波のところが抑えられてきた

と思っていると第３波ということで、この

コロナに関してはずっとこれを何回か繰り

返しながら終えんしていくということにな

ってくると思います。 

  それでいろんなところの変化ということ

で経済の問題、それからいわゆる住民の皆

さんの特に精神的、そういうところも大き

く変化をします。 

  今後はそれらの変化をしっかりと見なが

ら対策を打っていかないといけないという
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ように思っております。 

  今後、この変化するものにおいてどうい

う形で捉えていくかということですけれど

も、今私が注目しているのはテレワークで

ありますとか、そういう部分が本当に出て

きております。住宅も足りないというとこ

ろも、空き家が表面化しないというところ

がありますので、それらを含めてまちが発

展するような形で取り組んでいきたいなと

いうように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  質問の前に回答いただきましたので、次

に私はこの豊能町が変化していく中で、ど

のように後を考えておられるかということ

を質問しようと思ってましたけど、今半分

をお答えいただきましたけど、もう一遍、

豊能町に限って、どういう形で豊能町が今

後、このコロナの終えん後を続いていくの

か、町長が考えておられることの御回答を

よろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  すみません、さきに答えてしまったみた

いですけれども、豊能町の魅力を生かしな

がら、豊能町の発展を考えていかないとい

けないということで、１つはそういう社会

情勢の変化というところを的確に受けてい

くということで、先ほど１点申し上げまし

たけれども、人口流入というところ、特に

子育て世代が一番の課題でございますので、

そういうところを中心に進めていきたいと

いうように思ってます。 

 それからいわゆる豊能町の魅力ということ

で東地区、それから西地区の魅力、これら

を含めた状態で発展させるということで、

具体的にはやはり東地区に関しては農業、

それからこの雇用が創出できるようなまち

づくりをしっかりと進めていく。 

  それで西地区に関しては、高齢の方々が

増えてまいりますので、それらの方々がい

わゆる支え合えるコミュニティーをもっと

形成させていかないといけないかなという

ように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  そこで細かいことから聞いていきますけ

れども、現在豊能町の空き家は全体で何軒

ぐらいあるのか、お答え願いたいと思いま

す。分かりませんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  用意してないと思いますが、通告書にご

ざいませんので。答弁できますか。 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  正確な形というのは、最新のものは調べ

られておりません。 

  過去のものであれば、その数字をもう一

度調べて御報告させていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  情報では８００軒以上あると聞いており

ますけれども、その空き家を空き家じゃな

しに、人が住んでいるから住居やね。とこ

ろが人が住んでなかったら木の構造物です。

このために固定資産税、これを家を建てて

払うねんけども、これを倍にすると、この

９月の会議でもいってましたけど、木の構

造物であれば別に住居やないねんから、倍

にして固定資産税をもらうとなれば、やっ

ぱりその建物自体を手放すか、あるいは壊

すか、あるいは人に貸すかして人に住んで
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もらおうと。人が住んでもらったら、今ま

での固定資産税にしたらいいわけです。 

  特にこの議会でもお話ししておった、倉

庫代わりに使ってるということであれば、

これはもう完全な、私が考えるのは違反の

使い方やから、これは即刻やめてもらって、

人が住んでもらうという具合な形にしたほ

うが、その空き家は少なくなってくると、

あるいはよそから住む人が入ってくると。

こういう具合な形になるねんけども、その

辺は町長、どういう具合にお考えですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  固定資産税を倍額にしてはどうかという

ようなお話かと思うんですけれども、確か

に空き家であっても、今は土地の上に建っ

ているものが居宅ということであれば、土

地の軽減措置をかけておりまして、固定資

産税の土地の分が６分の１程度になるとい

うようなことがございます。 

  それで今の税法上はなかなか、おっしゃ

っている趣旨はよく分かるんですけれども、

そういった軽減措置を外すということが今

は難しいような状況でございまして、これ

は国のほうでもそういったことが課題にな

っているかと思うんですが、今後は国の動

向を見ながら、何か対策ができないかとい

うことは考えたいなと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今、法的に難しいというような答弁があ

りましたけど、ちょっと話が飛ぶねんけど

も、豊能町が特殊出生率というか、その分

がワーストワンになりましたな、出生率と

いうか。ワーストワンということは、自分

の国で１番ですわ。何ぼか、1,８００ほど

おまんのか、市町村が。 

  だからそれをうまいこと捉まえて、国に

対してそういう場所やから特区に指定して

もらって、いろんなことができると、法律

に縛られんといろんなことができるという

ような形で特区指定を町長、してもらった

らどないですか、豊能町を。私は多分、で

きると思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  国における特区というところのものは、

現在は非常に狭い範囲の中で、そして審議

されておられます。 

  住民自身が減っているというところにな

ると、いわゆる市町村の弱体化というとこ

ろで別な考え方での支援もいただくという

形になってますので、人数が少ないからと

か、そういう形での特区というのは、現在

は考えられないのではないかなと思います。 

  ただ今後という形で、あらゆる税法上と

いいますか、支援策を要望はしていかない

といけないというように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  人数が少ないということじゃなしに、そ

ういう例えば先ほど部長が答えられたよう

な、そういうものも法律抜きでできると。

あるいは市街化調整区域で家が建てられる

というような形で、それは使えると思いま

す。そのワーストワンをワーストツーかス

リーか、もっと上げていくためには。 

  だからそういうことで考えていったら、

私はその自治体へもっと前向きに進んで、

今は２小２中ですか、それをこの東地区は

子どもの数が少ないので、１小１中にした

らどうやとかいう議論も自然と解消すると
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思います。 

  先ほどのコロナの関係でテレワークです

か、それが増えていくとなると、豊能町の

新興住宅地じゃなしに、農村区域でも家を

建てて人が住めるような状態になって、

土・日曜日は農業をしもって月曜日から金

曜日はテレワークで仕事ができると。そう

いうような形に私はなっていくと思います

ので、その考え方は町長どないですか。調

整区域に家が建てられるという考え方は。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  調整区域に家が建てられるというところ、

もちろん市街化調整区域ということですか

ら、都計法の規定があるというところがあ

ります。ただそれは特例という形で、都計

法のいわゆる緩和、そういうことも視野に

入れながら今進めているというところです。 

  それでこれから農家さんでなくて、それ

からいわゆる住宅地という形で認められた

ところ以外のところについては、検討を要

すると思いますけれども緩和しながら、こ

の東地区においては緩和しながら、そこで

の住居、そういうものも進めていかないと

いけないと思いますけれども、それらは検

討項目が多くございますので、それらは考

え方としてはもちろん進めていかなければ

ならないかなというように思います。 

  ただその法律という部分は、今までのも

のを守るというところのものもございます

ので、併せ持ってしていかないといけない

ということで、緩和に関しては総合まちづ

くり計画の中でも、地域指定を緩和できる

ような形も考えていかないといけませんの

で、そういう中に盛り込めたらというよう

にも思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  この調整区域とか、あるいは市街化区域

とかいうことは高度成長時代に決められた

ものであって、私は今この制度はあまり通

用しないんじゃないかと、これから先は。

もちろん守っていかないといかん、しかし

そういう高度経済成長は今後続いていかへ

んねんから、やっぱりその制度も形を変え

ていかなあかんと思いますので、その辺も

考えていただきたいなと。 

  町じゃなしに国も含めて、だから町にそ

ういう形で特区申請をやって、私はできな

いということは言えないと思います。だか

らこの辺も２小２中でいくのであれば人口

を維持する、あるいは人を、第三世代をつ

くる、３つの世代にこの町内で生活しても

らうという形にやっぱり持っていく必要が

あると思いますので、その辺を考えていた

だきたいと思います。 

  だから来年３月までに、こういう形で人

口を維持する、あるいはこういう形で人口

を増加するんやということをしてもらわん

と、私が２小２中に賛成した意義がおまへ

んねんや。その特区で豊能町の校区を１つ

にすることも１つの条件やし、さき言った

ことも条件の一つやから、その辺の考え方、

人を減らさない、この前の町では初めて人

が増えました。そういうことを増やしても

らうと、そういう形に、具体的にこうやっ

たら増えていくということを一遍、今言え

ますか、それとも３月までにしてもらえま

すか、どっちですか。ちょっと答弁をよろ

しくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  人を増やすということでいくと、非常に



 3－54 

難しいと思ってます。 

  ただ一挙に進みませんので、あらゆる施

策を組み合わせながら前に行くということ

で、多分、川上議員が希望されている部分

は、大きなカンフル剤ということだと思い

ますけれども、それら全体を俯瞰していた

だいてということで、今年度のところも含

めてですけど、提案もさせていただきなが

ら進めていくということで、着実な形で進

めていきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  よろしくお願いします。 

  次に、このダイオキシンの件で質問させ

ていただきます。 

  私が話を聞いておるのは、施設組合にお

いてでもそうやけども、住民の方はもう了

解を得ていると。だから保育所の庭に処理

する場所をつくるんやという具合に聞いて

おりましたが、昨日か一昨日かこの議会へ

来ると、余野のその自治会長以下の方が要

望書ですか、何か書類を渡されまして、見

てみると結局自治会としては反対です、自

治会としてね。 

  これはちょっと町長のおっしゃっている

ことと矛盾してるねんけど、どないですか

なこれは。ちょっと簡単に答弁をよろしく

お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  現在、自治会のほうから要望として嘆願

書が提出されたのが、昨日の４時でござい

ます。それでそれらを踏まえて、その内容

につきまして、まだ自治会長とお話ができ

ておりませんので、それらの内容も含めて

意見交換させていただきたいと思います。 

  ただ住民の方々にとってみたときに、お

近くの方々がやはりそれを快く思わないと

いう部分はあると思います。それでこれに

ついてはそれに該当の方々も含めて、丁寧

に説明を今後もし続けていきたいというよ

うに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  この池田前管理者と余野の自治会長と、

平成３０年１２月３日に、この覚書を交わ

されているということを町長は御存じでし

たか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  はい、今まで３回の覚書が交わされてい

るということで、前回の場合は１２月３日

のところにやっているというのは知ってお

ります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  この内容を見ると、まず処分をすると。

これは３０年の１０月３１日までにですな。

せやんと何の意味もおまへんわな。 

  それで次に、廃棄物の処分場所及び処理

方法を決定して、その責任において前項に

定める仮置期間内に処分を行う。仮置期間

内は平成３２年１０月３１日、いわゆる令

和２年１０月３１日です。 

  その次に、切畑川への改修工事、これを

池田土木に伝えて、今後５年以内に河川の

改修を行うということになってます。 

  それで旧職員住宅の解体、跡地利用、こ

のことを書いてますけども、これを令和２

年１０月３１日までにしてしまわないとあ

かんのに、これをなさいましたか。町長、
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どないですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今の協定書というのが、施設組合との協

定書という形になりますので、具体的な内

容に関しましては施設組合というところで

の回答になると思いますけれども、今まで

その中にも書かれてあるように、切畑川で

あるとか、そういう部分に関しては町のほ

うに伝えるということで、私たち豊能町の

ほうにもその要望は伝えられているという

ことになります。 

  それから３１日までの期限ということで

すけれども、それらを踏まえたときに、前

回も１２月３日の締結ということで、協議

を含めてはもう既にスタートしているとい

う状態でございましたけれども、今回の嘆

願書の内容になったということでございま

すので、本来は１０月３１日までに次のも

のということを決めないといけないという

ことが、結果としてですけれども、今まで

は１０月３１日まで仮置きをして、その後

が行かない場合には再度協議するというこ

とで、現在協議をしてたところでございま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  ちょっと町長、その理屈はおかしいと思

います。 

  今おっしゃったのは、確かに施設組合の

管理者が豊能町の町長に言うと。それなら

自分で自分に言いまんのかいな。そうなり

ますわな、立場上はちゃうけども。 

  この汚染土と言われているもの、汚染土

は私は普通の土やと思ってまんねんけど、

この汚染土は豊能町が責任を持って処理す

るということやから、それなら施設組合の

管理者や、あるいは豊能町の町長や関係な

しに、豊能町の町長が池田土木に言ったら

いいことですわ。そういう具合に理解した

らいいわけです。町長が今おっしゃったの

はへ理屈、そうなりまっせ。 

  それでその期間が終わってから協議する

んやなしに、期間内にと書いてます、ここ

に。仮置期間内に処分を行うことと書いて

まんがな。ということは、仮置期間内にせ

なあかんわけですわ、処分できひんねんか

ら。そうならんと結局住民が行政不信に陥

るわけです。 

  それは高度なというか、へ理屈やないか

とこの文章を見たら、町長がおっしゃるこ

ともそれは分かるかも分からんけど、普通

は一般の住民は、この期間内に何も話をし

てへんやないかと、謝ってもらってへんや

ないかと、期間内に話ができてへんやない

かと思うのは当然ですこれは。 

  私もこの下之町の人に話を聞いたらそう

いう具合に言ってました、この紙を見る前

に。その辺を今から、またこれをごたごた

やってすると、町長の任期内にこれはでき

ないはずです、できないようになってしま

います。 

  私は塩川町長に、期間内にこれが完全に

終わるように、できるようにしてください

よと、できるはずですよと、あと２年半あ

ったら、という具合に言ってたけれども、

これを見る限りではできないと思いますわ。 

  住民は余野の自治会長以下、余野の住民

が納得しまへんわ。豊能町は皆、使用でき

るかとなりまっせ。その辺を町長はどない

考えてますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 
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  豊能町の信頼を回復するために、私も必

死になって動いてきたというのが実情です。 

  それで仮置きの期限内に、１０月３１日

までに終わりませんので仮置きの延長を、

お願いを出ているというのが現状です。 

  ですからその内容と、今お願いをしてい

るというところはどこも、余野自治会のと

ころと協議中であるとかいうような形での

文面はもちろんありませんけれども、協議

をさせていただいてたというところでござ

います。 

  任期中にというよりも、このダイオキシ

ンの処理については町民全体の悲願でもあ

りますので、それに向けて今反対というか、

迷惑がかかられている方についてもですけ

れども、丁寧にこれからも説明していくと

いう形でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  こうなる前に、私は施設組合の事務所へ

行って話を聞いたんです。 

  そしたら局長が、いや町長が一人で走っ

てはりますと。私も動こうかといったら、

いやいや構わへんと、私が動くという具合

におっしゃってましたわ、もっと前にでっ

せ、１０月より９月よりもっと前に。 

  それはちょっと具合が悪いでと、トップ

が動いて話をしたら、その中で話が決まっ

たら、後がどうにもならんから、やっぱり

局長やら副町長がおるねんから、それが動

いてもらって、それで判断は町長がすると

いう具合にせんと、町長がうろうろと、ト

ップがうろうろしたら、それこそなる話も

ならんようになってしまうでといって、局

長に言いました。 

  ところが、いや、おまえらは動くなと。

私が一人であちこちに行ってるんやという

具合に町長が言ってたと聞いてますさかい

にな、それはちょっとトップの器とちゃう

でと私は言いましたんや。トップがうろう

ろするとやね、数が幾つあってもなくなっ

てしまいますわ。 

  だからやっぱりそういうトップはトップ

でやらんならんことがあるねんから、トッ

プが動く必要はないし、結局この話は局長

も何も動かん、副町長も何も動いてない。 

  前の前の町長か、そのときは局長なり副

町長が動いて、下手なことをしたけど、下

手したけども動いてましたんや。あれがう

まいこといってたら、そのときの町長など

は次の選挙も次の選挙も通ってますわ。何

億がかかるかといってたのが１億以下で処

理できとるねんから。 

  やっぱり町長、その辺を考えてしてもら

わんと具合が悪いし、それでその下之町の

話を聞いた人には、順番をきちんとしてく

れたら私らは何も言わへんと。まず謝意を、

謝ってもらって、その次にこの１０月３１

日以上に、１１月、１２月で延びていくん

やと、そうなるけどできひんから頼むでと

いうことを順番に言ってもらったら、やい

やいと言わへんやないかということも言っ

てましたわ。せやけど１０月３１日が終わ

ってから何を言っても、これはもう話にな

りまへんで、この覚書を知っている限りは。 

  今からこれを町長、いつまでにこれをで

きる予定をしてはるか、計画をしてはるか、

その辺をちょっと答弁をよろしくお願いし

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、私だけが動いているということでは

ありません。組合も含めて全体が取り組む

という形で動いてます。そして今回の内容

に関しても、順番に誠意を持って、いわゆ
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る延長のお願いも含めてしていたというと

ころでございます。 

  これからいつまでにということですけれ

ども、これは住民の方々と意見交換させて

いただきながら、御理解を含めていただか

ないといけませんので、今いつまでという

ことは答えられませんけれども、住民の皆

さんの御意見、それからいわゆる疑問点が

たくさんあると思いますので、それらを含

めてもう一度丁寧に説明していくと、もう

それしかありませんので、そういう形で進

めさせていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  これは町有地ですので、やろうと思えば

いつでもできるわけです。自治会の同意も

何も要りまへんわな。せやけどこれを強行

していくと、結局行政不信に陥るわけです、

住民は。 

  ということは、余野の自治会だけじゃな

しに、木代の人も関係しておる、あるいは

川尻の人も関係してまんねんな、これは。

それならこれが広まったら、何や今の町は、

役場は、信用できひんやないかいと、こう

なりまんねんや。 

  だからやっぱり期間の延長をお願いして

おるといっても、１０月３１日までにお願

いせんとあかんわけですわ。それをそれが

過ぎてからお願いを何ぼしても、これは何

にも役に立たない。 

  やっぱりその辺を町長、ちょっと社会の

一般常識というのを考えてもらって、して

もらわんとあかんと思いますよ、私は。 

  これはこの覚書を私は昨日か一昨日に初

めて見たんやけども、それまでにきちんと

話ができて、自治会とはうまいこといって

るんやなと、ただ下之町の人の、その付近

の人は反対の話をしとんねんなという具合

に思っとったんですわ。 

  そしたらこれを見たら、自治会全体でこ

れは半分以上が反対やということになって

ますわな。そうなるとやっぱり町長自体が

もっと考えてもらって、それこそ三役をそ

ろえて、管理者、例えば能勢の町長も含め

てもう一遍、余野の自治会に行って謝って

もらうと、そういうことから始めないと、

これは物にならんと思いまっせ、強行突破

をせんねんやったら。町長が、わしは構わ

へんと、強行突破するんやと、そしたらま

たこれは別の話や。その辺はどない考えて

ますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  これまでも順番を経ながらしっかりとし

てきたつもりです。ただ締結というところ

に関しては、この１０月３１日を越えてと

いう形の結果になってます。前回もそうで

した。それでそれらも含めて慣例でそうい

うことになっているというのもありますけ

れども、私は１０月３１日までに締結した

いという考え方で進めておりました。 

  ですから今後、これは組合議会のほうと、

それから管理者、副管理者とを含めて対策

といいますか対応をもう一度考えて進めて

まいりますので、これからのものを見守っ

ていただきたいというように思いますし、

併せて本町の議会の皆さんにも御協力いた

だきたいなと。そのためにも前回と同様に

議員懇談会も含めてさせていただきながら、

状況をちゃんと説明していきたいというよ

うに思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  言葉の遊びだけじゃなしに、やっぱりき
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ちっとした形でやっていただきたい、そう

いう具合に思います。 

  次に、火葬場は現在はどないなってます

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  火葬場が今どうなっているかということ

でございますが、９月議会で火葬場の件に

ついて御質問いただきまして、それで調査

研究を進めていきますというお約束をさせ

ていただきました。それでそれ以降、近隣

市町の状況、それから大阪府内の状況とい

うのを確認させていただいたところでござ

います。 

  それで火葬場に関しましては、川西市、

それから猪名川町、それから箕面市という

のが、豊能町の方が利用されていることが

多いということで、その２市１町について

ちょっと伺ったんですけれども、この前か

ら議員が御心配いただいているような、逼

迫して豊能町の方の順番が回ってこないと

いうようなことがないかどうかということ

を確認させていただいたんですが、近隣市

では十分な体制を取っているので、そうい

った状況にはないというような御回答を頂

いております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  部長、生まれる日は予想できるわけです、

ある程度、半年前ぐらいから。死ぬのなん

かは予想できまっか。例えばこれは大きな

地震があって、東南海地震が３０年の間に

起こる可能性が十分あるということを言わ

れてます。それで気候が変動してます、各

地で大雨が降って、いろんな災害が起こっ

てます。 

  それで死亡数が一遍に増えた場合、例え

ば豊中市であり池田市であり、箕面市であ

って一遍に死亡者が増えた場合に、豊能町

もその災害に準じてある可能性はあります、

増える可能性が。 

  そのときに、豊能町の人も順番に処理と

いうのかどういうのかは知らんけど、どな

い言いますかあれは、火葬ですか。火葬を

順番にしてもらえる率はおまへんわな、こ

れは。 

  やっぱり自分のところの住民が先ですわ。

ということは、豊能町の住民が１週間後、

２週間後になってくる可能性は十分にあり

ます。そういうときのことを考えたら、や

っぱり自前の火葬場というのは必要でっせ。

あるいはまた広域行政でこれをつくる必要

はありますわ。 

  今は豊中市であり池田市であり、箕面市

であれば、今のところは十分あるかも分か

らんけども、あれは火葬する枠というのか

部屋というのか、あれは１０年ぐらいで交

換しないとあかんらしいですな。 

  せやからそのときに、それなら広域行政

で豊能町と一緒にやろうかと。今は新名神

もあるし箕面トンネルもあるし、池田や箕

面や豊中、あるいは大阪市内からでも短時

間で来られるわけです、豊能町に。 

  豊能町にそんな場所があるのかいと、こ

の前から言っているように、光ヶ谷という

谷がおまんがな。あそこでやってみなはれ

な、大きな火葬場ができると思いまっせ。

その辺は町長、どないでっか。先ほど言っ

たことから考えて、絶対必要ではないと思

いますか、今のところは。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  議員おっしゃるように、災害時の想定の
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ところまでは、まだ調査ができていないと

いうようなところでございます。 

  ただ川西市などでは災害時においても、

それは兵庫県内ということになりますけれ

ども、近隣市町とも協定を結んで、そうい

ったことにも対応できるようにやっていく

というようなことでお話は聞いております。 

  それで大阪府内でも豊能町と同じように

火葬場を持たない自治体というのがござい

まして、そちらにも確認いたしました。そ

れで新たに設置しますかとか、あるいは災

害時の協定とか、そういったことを結びま

すかということで確認したんですけれども、

現在のところそういった新たに設置すると

か、協定を結ぶとかというようなお話があ

る自治体はございませんでした。 

  ただ、まだこの年度末までに調査させて

いただくという約束をしておりましたので、

まだ途中でございまして、災害時のことを

含めて今後もう少し研究させていただきた

いと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  例を挙げて言いますけど、この前に災害

が起こった九州の球磨川、あそこの上流に

ダムをつくる計画があったんですな。とこ

ろが民主党政権になって、ダムをせんでも

いいということで、あれだけの被害が起き

たわけです。 

  せやから、今は各ところで大きな防潮堤、

あの東日本の宮城県かあの辺やったら、１

０メートル、２０メートルぐらいの防潮堤

をつくってまんねんな。ところが１００年

たっても地震は起こらんかも分かりまへん

がな。そんなんないかも分かりまへんがな。

せやけど、そのときのことを考えてしてる

わけですわ。 

  せやから今の豊能町も近隣も、火葬場な

んか何とかなるやろうと思ってても、そう

いう災害が起こったら、さあえらいこっち

ゃとなりまっせ。 

  それで１つの考え方として、私は前も言

ったつもりやけど、昨日も中川議員の質問

で、災害の廃棄物、これは一旦災害が起こ

ったら、もう道を通れないぐらい出るわけ

です。それを仕分してきちんと処理する場

所、これは光ヶ谷に広い場所がおまんねや。

ここを使うと各それこそ近隣に、行政体の、

あのごみを全部持ってこられるわけですわ、

亡くなった人だけじゃなしに。 

  そういうことも複合で考えて、それで東

ときわ台小学校を防災基地センターにして、

あの真横がその光ヶ谷やから、十分利用で

きまんねんや。そういうことを考えてみた

ら、町長どないでっか。それで一番奥に、

その広域行政でそういう火葬場をつくって

受け入れたら、あそこは周りに人家もない

し、何もおまへんわな。そういう考え方を

町長、できまへんかな。どないでっか町長、

具体的に言うけど。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、光ヶ谷というところでございました。

それで具体的にということですけれども、

現在そこの考え方としては持っておりませ

ん。 

  ただし広域行政としての火葬場の在り方

であるとかというのは、これは審議してい

かないといけませんし、それから災害廃棄

物というときのリスク、これはどこの市町

村も、それぞれの市町村だけでは抱えられ

ないということで、広域という形のものを

進めておりますけれども、今豊能町からそ

ういう形で申し込んでいる部分ももちろん

ありますけれども、具体的な形で取りまと
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めの段階までは行っていないというところ

でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  光ヶ谷への入り口は箕面市です。それで

箕面市の前の市長、これは断固として反対

してましたんや、あの奥を触ることはね。 

  しかしあれを利用せんことには、宝の持

ち腐れでっせ、豊能町も。だってあそこし

かおまへんわ、もう豊能町は、利用価値が

あるのは。ぜひともこれは考えていただき

たい。 

  それから次に、役場の周辺計画、ちょっ

と私の考え方を言っておくけど、中央公民

館もあれができてませんやんな、耐震構造

はできませんな。それでここもできてませ

んな、これは。 

  せやから今後、やっぱりここも、この役

場も含めて、中央公民館も含めて、それで

今、町長がやろうとしている、そこの埋め

るところ、そこを含めて、それでもう一つ

は、これはいつも私は見るたびに思うねん

けど、中学校のグラウンド、こっちのワン

ドおまっしゃんな、草ぼうぼうで何の役に

も立ってまへんねんや、あそこは。あれも

一部をこっちのほうに取り込んで、この周

り全体をちょっと計画を立ててみることは

できませんか。全部この周りを含めて。 

  例えば今、東地区に、コロナでこれはあ

かんけども、２０人、３０人、５０人が集

まって、東地区でその宴会ができるところ

はないわけですわ。これは笑い事じゃない、

必要やねんこれは。 

  せやからその中央公民館をつくって、げ

た履きでもいいから、その下にはそういう

こともできると、２階は会議ができると、

そういうこともこれは東地区の人に一回見

せて、必要でっせ。この周りの整備計画を

町長、考えられまへんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  具体的な形のものというのは、もちろん

この東地域全体を含めた形のあるべき姿と

いう部分は、私は考えたいともちろん思っ

てます。 

  それでそのときに、まず１つは公共施設

という部分に関しては、公共施設のいわゆ

るまずは評価という形で、その数量も含め

た状態で事業評価をしっかりしないといけ

ない。 

  もちろんそこの部分で住民の方々の意見

をもちろん取り込んでいくということは必

要です。 

  それからもう一つは、そこにかける建設

コストから、維持管理コスト、将来にわた

るコストも総合的に判断していかないとい

けません。 

  したがって、現在はまず公共施設のとこ

ろ、私たちの公共施設というのは、昭和４

０年代につくられたもので、こちらもあり

ますけれども、耐震補強ができていない。

それから中央公民館のところも、いわゆる

エントランスの部分、ここができていない

ということもあります。 

  それらにかけていく投資費用と、それか

ら住民の方々へのサービスと、それらを総

合的にしないといけませんし、それから同

時に民間の方々の参入も、アイデアも頂か

ないといけませんので、ＰＰＰ、ＰＦＩも

含めた形で総合的にしないといけない。 

  そして住民の方々自身がそれぞれのとこ

ろで、いわゆる収入を得るというような総

合的なものをつくらないといけない。これ

も川上議員がおっしゃるようにつくってい

かないといけないと思ってます。 
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  ですから我々のところは、まず公共施設

の再配置というところを提案させていただ

いて、そこに対して皆さんのアイデアを入

れながら、それから産業界も含めて入って

いくというような段取りを順番に進めてい

きたいと思ってます。 

  ですから総合的にこの東地区が発展でき

るという絵を描かないといけませんので、

おっしゃるとおりでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今、町長がおっしゃったことを早急にや

っぱりこれはしていく必要があると思いま

す。 

  あんな中央公民館は、大きいものや荷物

を積んで、中の駐車場に入れないわけです

わ。外に出るときはぐるっと回って出やん

なんような、あのカーブの出口の危ないと

ころをね。やっぱりこれは総合的に早いこ

と、今町長がおっしゃることを早くやって、

１年でも早くする必要があると思いまっせ。 

  今地震が起こったら、この耐震構造にし

てないここらでも潰れてしまうし、中央公

民館も潰れてしまいますわ。それは一日で

も早く、今町長がおっしゃったことを一日

でも早くやっていったら、早くできるわけ

ですわ。 

  だからそういうことを考えて、総合的に

やっぱり考えていってもらわんと、この豊

能町の発展は、私はあり得ないと思います、

西地区も東地区も含めて。 

  それでもう一つ肝腎なことを、先ほどか

ら出ておった高山右近だって理屈ばかりを

こねるけど、町がこれを先頭を切ってやっ

たということがちっともおまへんねんや、

実際のところは。 

  あの渡る橋を広く架け替えて、あと入り

口も向こうの出口も狭いところです。蛇が

カエルをのんだみたいになってます。やっ

ぱり年間計画的にやっていって、もう計画

的にやったら今頃はあそこへ上がる道、グ

ラウンドへ上がる道などは、そっちをする

のか府道から行くのかは知らんけれども、

できておるはずですわ。だからそれもやる

ということを形に表してもらわんとあかん

から、それもよろしく頼みます。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、川上勲議員の一般質問を終わり

ます。 

  以上で、一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は３

時１０分といたします。 

（午後２時５８分 休憩） 

（午後３時１０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  日程第２「第７３号議案から第８０号議

案」までを議題といたします。 

  これに対する総括質疑を行います。 

  質疑内容は、それぞれ各常任委員会に付

託いたしますので、大綱のみをお願いいた

します。 

  なお、御承知ではございますが、「質疑

は、議題になっている事件に対して行われ

るものでありますから、現に議題になって

いなければなりません。また、議題に関係

のないことを聞くことができない。」この

ように規定されておりますので、その点、

十分御協力いただきますようお願い申し上

げます。 

  第７３号議案から第８０号議案までの８

件に対する質疑を行います。 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  第７３号議案について質疑いたします。 

  まず３点あります。１つ目はここ設定の
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理由と書いてはいただいておりますけれど

も、この議案を提出された趣旨をもう少し

分かりやすく説明いただきたいです。 

  ２つ目は、おのおのの設定金額がとても

高いように思いますが、何をもって試算さ

れたのか伺いたいです。 

  ３つ目は、ここの運用規定です。まず契

約してからこの制度に乗っかるように書い

てありますが、そういうところもあるのか

もしれませんけど、ごめんなさい、私が使

っているところは、まず内容を設定してか

ら前払金で払い、そして発注するというも

のもございますので、そのような制度のと

きもあるんだけど、そういうことは御存じ

なくて、この提案になっているのでしょう

か。 

  以上、３点伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  条例提出の趣旨でございますけれども、

公職選挙法が一部改正されまして、町村議

会議員や町村長選挙についても選挙運動費

用の一部に公費負担がされるという改正が

なされました。 

  これは法律のほうでそのように改正があ

ったわけですので、それに合わせて本町に

おいても条例制定案を提出させていただい

たというものでございます。 

  金額につきましては、公職選挙法施行令

のほうに国政選挙においてそれぞれ単価が

定められております。 

  全員協議会のときにも御質問がございま

したけれども、もちろん政令ですので日本

全国一律の国政選挙で定められているもの

ではございますけれども、同じようにポス

ターやビラであるとか自動車については、

金額にそう大きな差は豊能町においてもな

いだろうと思っておりますので、公職選挙

法施行令に準じて、同じような金額を条例

で定めさせていただきました。 

  あと運用につきましては、それぞれ候補

者において、いろんなやり方が今まではお

ありだったんだろうと思いますけれども、

今回はこのような条例を制定させていただ

きまして、これはほかの市町村におきまし

ても、また国政選挙においても同じような

やり方でございます。 

  各候補者がその業者の方といろんな契約

をされていると思いますけれども、あくま

でも選挙公営の対象となるのは、本町から

業者に対して直接支払うというやり方にな

りますので、その点を踏まえて各候補者は

契約をしていただければなと思っておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  供託金が発生するからということなのか

なと思いますけど、今まで豊能町では議席

に対して少なかった例はなかったですよね。

でもこの１５万円の供託金ができたから、

多分出なくなるだろうという、そういう御

心配の下でのこの上程だったんですか。 

  あと施行令でこの金額も決められたとお

っしゃいますが、その実態というもの、実

際に本当に幾らで取り引きされているかと

いうようなことを十分調べられて、それで

これを上げられたんですか。あくまでも法

令で決まっているから、この程度かなとお

決めになったのか。 

  例えば選挙は結構工夫次第で安くあげる

こともできます。なので上限といってこの

お金を設定してはいるんですけど、使わな

きゃいいといったらそうなんですけど、何

かとてもきらびやかなポスターが出来上が

ってきたりするんじゃないかなと、何かそ
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ういう心配もあるわけで、ちょっとそぐわ

ないような気がしちゃうんですけれど、ち

ゃんと実態調査はされたんですか。 

  それであと運用方法はどこも一緒ですと

おっしゃられたら、そうなのかなと思うん

ですけど、再度お願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  供託金の提供と選挙公営は同じように法

律改正がなされたわけですけれども、それ

と今回、条例を制定させていただいたのは

また別の問題でございます。 

  それから実態を調査したのかといったこ

とに関しましては、私自身がそこまでは把

握しておりませんが、恐らくそういった細

かいところまで調べたものではないのでは

ないかと思っております。政令で定められ

ている金額をそのまま準用させていただい

ているというところでございます。 

  私は実は個人的に、以前大阪府で選挙管

理委員会事務局に所属していたこともござ

いまして、選挙公営の手続もさせていただ

きました。それぞれ金額はございましたけ

れども、この上限の金額で請求される方も

いらっしゃれば、低い金額で請求される方

もいらっしゃいました。いろいろでござい

ました。 

  それからあと運用のほうにつきましても、

私が大阪府選挙管理委員会事務局におりま

したときには、皆様はこの条例の流れに沿

って契約の届出、それから確認書の提出だ

とか請求というのをなされておられました

ので、今後はこの手続にのっとって各候補

者にも契約をしていただければなと思って

おります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  ほかにございませんか。 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  同じ議案でもよろしいでしょうか、７３

号議案。 

○議長（永谷幸弘君） 

  大丈夫ですよ。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これまでゼロである供託金を町村議会議

員選挙に持ち込まれるということで、立候

補に新たなハードルを設けることにはなら

ないかということなんですけども、これが

１つ疑問点です。 

  それで議員の成り手不足が深刻な下でと

いうことなんですが、立候補環境の改善と

いう理由に全く矛盾してるのではないかと

思いますが、その点はどうお考えなのかお

聞かせを。 

  それとこの１人当たり約６８万円が出る

と、これは選挙で当選した場合ですよね、

使われるという上限がありますが、これは

町が全部支給されるということになるんで

すか、国からも半分出るとかそういうのは、

割合はどうなっておりますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  供託金を提供しなければならない趣旨と

いうのは、一般的には立候補の乱立を防ぐ

であるとか、そういったことが趣旨だとさ

れています。 

  それが町村議会議員にも適用されるとい

うこととなりますので、１５万円の供託金

をお支払いしないといけないということは

ありますけれども、それが直ちに立候補の

ハードルになるということではないんじゃ

ないかと私は思っております。 

  それから財源の関係です。これは町村議

会や町長選挙に係るものは自治事務でござ
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いますので、本町の一般財源で措置をしま

すけれども、正確に確認したわけではあり

ませんが、一般的にこういったものは地方

交付税の基準財政需要額に算入されるので

はないかなと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  豊能町は若い人がなかなか出にくいよう

な条件があります、高齢化しているという

ことで。 

  それで今、若い人が出るということでの

ハードルが高くなったなと私は思っており

まして、その１５万円の用意をまずしない

といけないという。 

  今、井川議員もおっしゃったですけど、

自転車で、自分で歩いて選挙もするという

ような、そういう地道な選挙運動で頑張る

人もいてはるぐらいですから、このお金を

使ってやるというのは、それこそ供託金な

しのほうがいいんじゃないですかと思いま

すが、これは国の法案が出て可決したとい

うことなので、これ以上は言えないのかも

しれませんけども、その上での判断という

ことでよろしいですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  今回提出させていただいている条例案は、

選挙公営に関するものであって、供託金に

関するものではございませんので、これは

確かに法律のほうで制定されているもので

すので、こちらでは直接どうこう言えると

ころではないかなと思っておりますが、一

般的に町村長では供託金は５０万円ですし、

市議会議員選挙でございましたら３０万円

の供託金が必要となっております。 

  １５万円は大金ではございますけれども、

それを供託してでも立候補しようという意

欲のある方は立候補されるでしょうし、そ

れなりに得票数が得られれば供託金は返還

されますので、そういったところで運用さ

れるんじゃないかなと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  ほかにございませんか。 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今の質問のやり取りをしててちょっと気

になったんですけども、もともとこの提案

理由は選挙運動の公費負担が可能になった

ためという一文が入っていますけれども、

それで私自身はやっぱりちょっと疑問だな

と思うのは、片方で１５万円の供託金、そ

れは乱立を防ぐためということで供託金は

認識してました。しかし今回の場合は、こ

の説明は誰でも出やすくするといったら変

ですけれども、立候補しやすくなるための

後押しのようにも一方で感じるんです。 

  そこでお尋ねしますけれども、この金額

の設定、いろいろ１人当たり多分６８万ぐ

らいになるのかな、最高限度をもしお使い

になったら。その計算がもし間違ったら後

で御指摘ください。 

  １２名が法定どおりに通っていったら９

００万円の町の負担なんですけども、この

金額は町の設定、独自の設定。先ほどのや

り取りを聞いていましたら、そのように思

えたんですけど、その認識でよろしいでし

ょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  条例で定めてますので、町が定めたもの

ではございますけれども、その金額の根拠

は公職選挙法施行令を参考にさせていただ

いております。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  選挙はやっぱりその町でいろいろな事情

があると思います。よく見ていると、やっ

ぱり全然候補者がなくて定員割れしてしま

ったとか、いろいろとあると思うんです。 

  ですからいろいろな町のを参考にされて

金額設定ということは、一理あるかもしれ

ませんけども、私はさっきも言いましたよ

うに、前回の選挙は若者が出てますよね、

御存じかどうかは知りませんけど。 

  あの人のやり方などを見ていると、逆に

この供託金を出すことが決まった以上、今

度はもっと出やすくするためには、万が一

そこで落選した場合に負担がかかるような

今回の条例かと思いますけども、そのあた

りはどうかなとちょっと疑問を持っていま

すので、この金額が変えられるかどうか、

こちらのほうで、町として変えられるかど

うかだけをちょっと確認したかったんです

けども、よろしいですか。 

  あくまでも周りのを参考のままに、これ

という流れなのかどうかをお尋ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  町が独自に策定している、提案させてい

ただいている条例案でございますので、金

額を変えることは可能だと思いますけれど

も、その金額が幾らになるのかという妥当

性については、判断はなかなか難しいとこ

ろがあるかなと思います。 

  それでまた供託金が没収された場合は、

選挙公営の負担対象にならないので、候補

者の方が独自に負担していただくことにな

りますけれども、供託金が返還される場合

に町がその公営費分を負担するということ

になります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  もし私がうんと年齢が若かったら、ちょ

っと考えちゃうかなと。ちょっと出やすい

方法かなと、ちょっと考えちゃうんですけ

ど。 

  それでもう一点確認したいんですけど、

先ほど井川議員の質問のときに、前もって

前払いしてやる方法を今までしてきたとい

うことだったんですけども、それは町は、

あくまでも本町のほうから業者にお支払い

するということで御答弁されていましたけ

ど、それはもうどこかできちんと決まった

ことで、それも町独自の判断になるのでし

ょうか。よろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  提出させていただいている条例案にも、

選挙公営の支払いについては本町が業者に

対して支払うと規定させていただいており

ます。 

  これはどこの自治体でも、私が経験しま

した大阪府選挙管理委員会でも同じように、

各団体から業者のほうに直接支払いをさせ

ていただいております。これはそういうル

ールだと思っていただければいいと思いま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  ほかにございませんか。 

  小寺 正人議員。 

○８番（小寺 正人君） 

  今質問を聞いていまして、何かみんな勘

違いしているんじゃないかなと思います。 

  それでお尋ねしますけど、供託金が没収

されたときにあれですよね、全てのお金は
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自分が負担せなあかんと。それだけですよ

ね、落選したから返さなあかんじゃないで

すよね。供託金が没収されるということは、

法定得票数に足りない人だけですよね、そ

うですよね。 

  それで今までにそういう人はおったんで

すか。あったんですか実際に豊能町で。そ

の法定得票数に足りない人は。ほとんどど

この議会もないと聞いてるねんけど、あっ

たんですか。 

  だから法定得票数が足りない人は出さな

あかんねん、これを出してもらうと、そう

いうことやね。 

  落選したら何か取られるとか言ってはる

から、それは違うでしょうと。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

  静粛に願います。 

○副町長（池上成之君） 

  町議会議員選挙で、いわゆるその供託金

没収になるような得票数であった候補者が

いたかどうかについては、申し訳ございま

せんが把握しておりません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺 正人議員。 

○８番（小寺 正人君） 

  私はよその議会の説明会に行ったことが

あるんです、市の。そのときは、まずはお

りませんと、法定得票数に足りなかった人

はいないと、そういう話を聞いてたけど、

そんなのは聞いたことはあるか、そんな報

告はないのか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  議員の皆さんはいろいろ今お話をされて

おられますけど、私は選挙管理委員会の事

務局に。 

○議長（永谷幸弘君） 

  静粛に願います。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  選挙管理委員会の事務局をやらせていた

だいた当時に、議員の皆さんがおっしゃる

ように、法定得票数に達しない方がおられ

ました。 

  それで実際にその議員の定数が欠けてお

ったというようなこともあったように思っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  ３回目、いいですか。 

  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  総括質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  第７３号議案から第８０号議案までは、

お手元に配付いたしております付託表のと

おり、各常任委員会にそれぞれ付託の上、

審査することにいたしたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、第７３号議案から第８０号議案

までは、お手元に配付いたしております付

託表のとおり、各常任委員会にそれぞれ付

託の上、審査することに決定いたしました。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、１２月１８日午後１時より会議

を開きます。 

  本日は大変に御苦労さまでございました。 

 

散会 午後３時２８分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第７３号議案 豊能町議会議員及び豊能町長の選挙における選挙運動の公 

       費負担に関する条例制定の件 

第７４号議案 豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

       関する条例改正の件 

第７５号議案 豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例等改正の件 

第７６号議案 令和２年度豊能町一般会計補正予算（第８回）の件 

第７７号議案 令和２年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算 

       （第２回）の件 

第７８号議案 令和２年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定補 

       正予算（第３回）の件 

第７９号議案 令和２年度豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

       回）の件 

第８０号議案 令和２年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算（第 

       ３回）の件 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ７番 
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